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中小企業を取り巻く事業承継の現状と
計画的な事業承継の取り組みの必要性

第1章



Copyright ©2022 SMRJ All rights reserved2

図表１：休廃業・解散件数と経営者平均年齢の推移

図表２：休廃業・解散企業の代表者年齢の構成比

事業承継の現状は？

　中小企業の休廃業・解散件数は、近年約4万社を超える数で推移して
おり、経営者の高齢化もより一層進展しています（図表１）。また、休廃
業・解散企業の代表者の年齢は60歳以上が増加傾向にあります（図表２）。
これらのことから日本経済を支える中小企業・小規模事業者の雇用や技術
の喪失といった観点も含め、事業承継の問題がクローズアップされています。
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資料：（株）東京商工リサーチ「2021年「休廃業・解散企業」動向調査」、「全国社長の年齢調査」
（注）経営者の平均年齢は2020年までを集計している。
出典：中小企業庁「中小企業白書（2022年版）」
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資料：（株）東京商工リサーチ「2021年「休廃業・解散企業」動向調査」
出典：中小企業庁「中小企業白書（2022年版）」
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過半数の休廃業・解散企業が黒字です（図表３）。

　引退した経営者と事業を承継した後継者との関係も変化しています。かつて
は、親族内承継が全体の９割以上を占めていましたが、近年では親族外承継
も3割を超え、事業承継の有力な選択肢となってきています。

図表３：休廃業・解散企業の損益別構成比

図表４：後継者有企業の承継方法
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資料：（株）東京商工リサーチ「2021年「休廃業・解散企業」動向調査」
（注）損益は休廃業・解散する直前期の決算の当期純利益に基づいている。なお、ここでいう直前期の決算は
休廃業・解散から最大２年の業績データを遡り、最新のものを採用している。
出典：中小企業庁「中小企業白書（2022年版）」
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参考：（株）東京商工リサーチ2021年「後継者不在率」調査
（注）（株）東京商工リサーチが保有するデータのうち、後継者「有」としている企業情報を集計している。同族継承は
現経営者の親族への承継、内部昇進は社内の役員や従業員への承継、外部招聘は外部の第三者への承継を指す。

同族継承 内部昇進 外部招聘 未回答
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　経営者が60 代の企業のうち、約半数の企業が後継者不在となっています
（図表５）。また、2割強の企業が事業承継については考えていないという状
況です（図表６）。多くの企業において事業承継の準備が進んでいないのが現
状です。

事業承継は早めの取り組みが重要2

図表５：社長年齢別に見た、後継者決定状況

図表６：事業承継の意向別の割合
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参考：（株）帝国データバンク「全国・後継者不在企業動向調査（2021年）」

資料：中小企業庁「中小企業実態基本調査」
出典：中小企業庁「中小企業白書（2020年版）」
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　さらに、後継者を決定し、事業を引き継ぐ上で苦労した点として、親族内承
継では、「取引先との関係維持」や「補佐する人材の確保」が多く（図表７）、
承継前に後継者に引き継ぐための取組や教育が必要な事項が比較的高い割合
になっています。また、親族内承継の場合、後継者を決定した後、実際に引
き継ぐまで長い期間をかける傾向にあることが分かっています（図表8）。した
がって、後継者が承継後、十分に「経営力」を発揮できるよう、できる限り早
い段階から計画的に事業承継に取り組み、現経営者がバックアップできる体
制を整えることが重要です。

図表８：事業形態別、後継者決定後、実際に引き継ぐまでの期間

図表７：後継者への事業引継ぎで苦労した点

出典：中小企業庁「中小企業白書（2019年版）」

参考：みずほ情報総研株式会社　「平成30年度中小企業・小規模事業者の次世代への承継及び経営者の引退に関する調査に係る委託事業」（2019年3月22日）
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資料：みずほ情報総研（株）「中小企業・小規模事業者の次世代への承継及び経営者の引退に関する調査」（2018年12月）
（注）1．引退後の事業継続について「事業の全部が継続している」、「事業の一部が継続している」と回答した者について集計している。

。るれま含も者たし答回と」他のそ「ていつに係関のと者継後、はに」体全「．2
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【ケース１】高齢の会長が実権を握り、社長への経営委譲が進まないケース

【ケース２】事業承継の準備をしないまま経営者の判断能力が低下したケース

ポイント

ポイント ・創業者が、事業承継に関して何の取り組みも行わなかったため、事業の継続すら
危ぶまれる事態に陥った事例。

・親族内に後継者候補がいない場合、早めに親族外承継を検討する必要がある。

A：
会社の創業者で、現在は会長職。
85歳。
過半数の株式を有し、会長とな
った今でも経営の最終決定を行
っている。

C：
食品製造・販売業の創業者。
数年前から健康を害し、Ｄに代表権
を委ねた。
株式の80％以上及び多くの不動産を
保有。

D：
Ｃの弟で、現在は代表取締役。
15年程前に立ち上げた健康食品部門
を、会社の中心事業に成長させた功
労者。
銀行から多額の融資を受けて設備投
資を行い、業績を拡大。

B：
Aの長男で、現在は社長職。60歳。
社長就任後10年程度経過したが、
株式保有比率は10％程度。
経営権を委譲して欲しいと常々思
っているが、なかなか言い出せず
にいる。

● 数年前からＣは判断能力が低下。Ｄも体調を崩し事業の一線から退きたいと考えているが、親族内に適
当な後継者候補はいない。

● 近年では会社の業績は悪化。一方、Ｄが融資を受ける際に連帯保証人となっていたＣは、連帯保証債務
が個人資産を上回る状態となっており、相続が発生すればＣの相続人に多額の債務が残る恐れがある。
事業承継どころか、事業の継続すら危ぶまれる状況に陥った。

● ある日、B は意を決してメインバンクを訪れ、A が保有する株式の計画的移転を促すための説明を依頼。
ところが、逆に A は、B との経営方針対立等を理由に、会社売却の意向を示すという事態に陥ってしま
った。

・中小企業経営者が、長男を社長にしたにも関わらず、なかなか経営権を委譲しな
かった事例。

・経営権の委譲は現経営者が行うべき。後継者から経営権の委譲について言い出す
のは困難であり、言い出すことで、逆にトラブルが大きくなる場合もある。

　計画的に事業承継に取り組まないと、様々な理由で経営が不安定になり、
事業の継続に支障が出る場合があります。代表的なケースを紹介します。

計画的に事業承継に取り組まないと…3
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【ケース３】後継者に事業用資産の集中が出来なかったケース

【ケース４】自社の魅力（製品に対する思い等）を後継者に承継できず、
　　　　　　取引先との友好な関係を築けていないケース

ポイント

ポイント
・自社の魅力を後継者に伝えることができていないため、取引先と友好な関係を築
　けていない事例。
・現経営者から後継者に対して積極的に事業についての対話を行うようにし、自社
　の強みについて一緒に考える機会を増やす必要がある。

H：
機械製造業のオーナー。創業時か
らの顧客や新規の顧客から自社の
技術に高い評価を得ており、H自
身も製品にこだわりがある。

E：
小売業、製造業等数社
のオーナー。資産総額
は十数億円（内訳は、
現金の他、自社株式、
事業用不動産、会社へ
の貸付金等）。

F：
Ｅの長男。現在は代表
取締役社長。

G：
Ｅの次男。以前、グル
ープ会社の経営に従事
していたが、バブル期
に本業以外で多大な損
失を発生させたために
追放されている。

I：
Hの長男。後継者として取締役に
就任して久しい。

・相続予定者の中に意思の疎通が図れない人物が存在していたにもかかわらず、十
分な生前贈与や遺言の作成がなされなかったため、後継者に事業用資産の集中が
出来なかった事例。

（例えば、遺言書を作成することで、次男Gの権利を法定相続分の半分の遺留分

（19ページ参照）まで下げることも可能）

● Hは、長男 I を取締役に就任させることにより、仕事を通じて、Hが創業以来こだわり続けた製品の魅力を理
解してもらえると思っていた。

● しかし、 I の仕事ぶりを見ていると、 I には自社製品の魅力が伝わっていないようにHは感じている。また、
取引先とのコミュニケーションもあまり積極的には行っていない。Hも高齢となり、長年自社と取引してもら
っている顧客のために、今後も自社の製品を製造し続けていけるか、毎日焦りと不安の日々を送っている。

●Ｅが死亡して相続が発生。遺言書が作成されていなかったため遺産分割協議開始。

●Ｆは、Ｅの配偶者とともに事業用資産の全てを相続する案を作成して提示したが、Ｇはこれを拒否し、
法定割合での相続を主張。結局、法定割合に基づき、事業用不動産の一部や会社への貸付金等をGに相
続させざるを得なかった。

●小売会社はＧへ債務を返済したため資金繰りが逼迫。また、Ｇは事業用不動産を第三者へ売却する可能
性を示しつつ、比較的高額での買取り要求等を行ったため、最近では他の事業にも悪影響が大きくな
っている。
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参考:後継者難倒産

※　増減率は前年比
※　「後継者難倒産」とは、後継者不在のため事業継続の見込みが立たなくなったことなどを要因とした倒産

参考：株式会社帝国データバンク「全国企業倒産集計 2021 年報」（2022 年 1月 13 日）

参考:2011年の主な後継者不在による倒産企業

企業名 所在地 業種 倒産要因 態様 負債額
（億円）

佐藤タオル（株） 愛知県 タオル卸 代表が高齢で後継者が見つからないこともあり、先行きの見通し立
たず 事業停止（11月） 8.0

日産（株） 大阪府 船舶用資材卸 運営や得意先との繋がりを代表に依存する体制であったが逝去。
後継者も不在で事業継続が困難となる 破産（10月） 6.0

（株）福山ミシン針製作所 広島県 ミシン針製造卸 創業社長が逝去、後継者難などもあって事業を停止 破産（8月） 5.0

（株）共和建鉄 群馬県 鉄骨工事 4期連続の赤字決算を余儀なくされ、業績低迷に歯止めがかからず、
後継者もいなかった 特別清算（10月） 3.5

三和マシン（株） 大阪府 紙工機械販売 設備投資抑制や同業他社との競合激化から、収益面も低調に推移。
創業者である前代表が逝去し、後継者難から事業継続を断念 破産（2月） 3.0

（有）藤屋旅館 長野県 温泉旅館経営 個人消費の低迷に加え、若年層を中心としたスキー人口の減少が続
き、施設の老朽化や後継者難も重なり事業の継続を断念 破産（7月） 1.9

（株）伊藤電設工業 山形県 建築工事 資金繰りが悪化していたなか前社長が逝去、後継者が定まらず事業
を存続させるだけの売り上げを確保できなかった 事業停止（11月） 1.4

（株）ティ・アイ・エス 大分県 土木工事 公共工事が縮小するなか、採算も妙味の薄い業績を余儀なくされ、
後継者不在のなか、業績回復のメド立たず 破産（10月） 1.3

出典：株式会社帝国データバンク ｢後継者不在企業の実態調査｣
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　下記の表は、2011年に公表された ｢後継者不在による倒産企業｣ の一覧
です。
　倒産の一因はいずれも「後継者の不在」ですが、正確には ｢事業承継の準
備不足｣ が原因と言えるでしょう。
　事業承継の準備不足以前に、ライフサイクルの成熟期を過ぎてしまった企
業については、ビジネスモデルを再構築できなかったというのが一番正しいか
もしれませんが、早めに事業承継の準備をしておけば事業継続できた企業も
あったかもしれません。
　｢早めの準備｣ に勝る取り組みはありませんので、事業承継についてお悩み
の経営者の方は、お近くの相談窓口にご相談下さい。

コラム 後継者不在で廃業？
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事 業 承 継 の 取 り 組 み

第2章
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1 事業承継とは？

事業承継とは、“現経営者から後継者へ事業のバトンタッチ”を行うことで
すが、企業がこれまで培ってきたさまざまな財産（人・物・金・知的資産）を上
手に引き継ぎ、承継後の経営を安定させるために重要です。

「事業承継＝相続税対策」と見られがちですが、相続税対策は事業承継の
取り組みの一部に過ぎません。

ヒトの承継
◆後継者の選定、育成
◆後継者の意思確認

人 物

金

知的資産

個
人
の
財
産

◆熟練工の持つ匠の技
◆得意先担当者の人脈
◆顧客情報
◆許可・認可・認証

◆経営理念
◆経営者の持つ信用
◆営業秘密
◆特許・ノウハウ

◆自社株式
◆事業用資産
  （設備・不動産等）
◆資金（運転資金等）
◆経営者保証

目に見えにくい経営資源（強み）の承継

資産の承継

相続税対策は一部

企業における競争力の源泉である、人材、技術、技能、知的財産（特許・ブランド等）、
組織力、経営理念、顧客とのネットワーク等、貸借対照表には表れてこない目に見えに
くい経営資源の総称。
知的資産を把握し、伝えることで、融資を引き出したり、市場にアピールすることがで
きる。

知的資産：
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財
産

◆熟練工の持つ匠の技
◆得意先担当者の人脈
◆顧客情報
◆許可・認可・認証
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◆経営者の持つ信用
◆営業秘密
◆特許・ノウハウ

◆自社株式
◆事業用資産
（設備・不動産等）
◆資金（運転資金等）
◆経営者保証

目に見えにくい経営資源（強み）の承継

資産の承継

相続税対策は一部

企業における競争力の源泉である、人材、技術、技能、知的財産（特許・ブランド等）、
組織力、経営理念、顧客とのネットワーク等、貸借対照表には表れてこない目に見えに
くい経営資源の総称。
知的資産を把握し、伝えることで、融資を引き出したり、市場にアピールすることがで
きる。

知的資産：

知的資産の棚卸し　⇒　自社の強み、弱みを知る

事業承継は文字通り「事業」の「承継」　受け継ぐべきは「目に見えにくい資産」（知的資産）

アンケートでは、経営者が事業を引き継ぐ際に「取引先との関係の維持」
「補佐する人材の育成」等、目に見えにくい経営資源の承継に苦労されています
（５ページ図表7）。

会社の強みは目に見えにくいことが多く、後継者が「経営」を承継するには、
会社の強みの源泉となる知的資産（経営理念、人材、技術、ブランド、ノウハウ、
顧客とのネットワーク等）を十分に把握する必要があります。

後継者は、把握した知的資産の状況に基づき、強みを活かし弱みを補うため
の取り組み（新たな知的資産の創造・獲得）を行い、業績の向上に結びつけるこ
とができます（知的資産経営）。

現経営者と後継者がお互いの理解を深めるためには知的資産の「見える化」
が重要であり、「事業価値を高める経営レポート（※）」の枠組みに沿って一緒
に考え、自社の沿革や知的資産、将来に向けた事業のあり方をまとめる取り組
みが効果的です（30ページの「事業承継計画表」では「後継者教育」の欄に⇨
で記載しています）。

　現経営者と後継者が対話による「知的資産の棚卸し」に共同で取り組む過程
において、「経営の承継」がなされます。

⇒「会社の魅力」の磨き上げにも直結します。

中小機構　事業価値を高める経営レポート 検 索
QRコード

2

※「事業価値を高める経営レポート」（中小機構）をご参照下さい。
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事業承継を経験してきた老舗企業に実施したアンケートからも、信用や信
頼、伝統といった「目に見えにくい経営資源」が重視されていることがわかりま
す。

老舗の強み、生き残りのポイント

老舗企業の強みは何だとお考えですか？

老
舗
の
強
み

今後生き残っていく為には何が必要だとお考えですか？（複数回答可）

生
き
残
り
の
ポ
イ
ン
ト

1位　信用　　（73.8％）
2位　伝統　　（52.8％）
3位　知名度　（50.4％）
4位　地域密着（43.1％）
5位　厚い信頼（37.5％）
6位　顧客の継承（33.2％）
7位　技術の継承（29.5％）

貸借対照表上に計上される資産は…

13位　物的資産（11.5％）

1位　信頼の維持（65.8％）
2位　進取の気性（45.5％）
3位　品質の向上（43.0％）
4位　地域密着　（38.6％）
5位　伝統の継承（34.6％）
6位　技術の継承（34.5％）
7位　顧客の継承（27.9％）

12位　物的資産（8.0％）

貸借対照表上に計上される資産は…

コラム

出典 ： 株式会社帝国データバンク「百年続く企業の条件（2009.9朝日新聞出版）」

出典 ： 長寿企業4000社アンケート
実施日：08/3/24～08/4/10
回答数：814社（回答率20.4％）
実施機関：帝国データバンク史料館

出典 ： 株式会社帝国データバンク「百年続く企業の条件（2009.9朝日新聞出版）」

出典 ： 長寿企業4000社アンケート
実施日：08/3/24～08/4/10
回答数：814社（回答率20.4％）
実施機関：帝国データバンク史料館
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中小機構　事業承継対策 検 索

※「事業承継計画書（骨子）」の様式は、下記よりダウンロード可能です。
　（記入例とは若干デザインが異なります）
　右のQRコードを読み取っていただき、「事業承継計画書（骨子）記入様式」のPDFをダウンロードして
　お使いください。

知的資産の「見える化」により現経営者と後継者間で認識を「共有」すること
が重要です。これにより自社の現状の再確認や、将来の見通しを整理すること
ができます。
会社の強みや弱み、外部環境について現経営者と後継者で共に考える過程

を通じて、経営理念や仕事への“こだわり”を承継することにつながります。
中小機構ではツールの一つとして下記の様式をホームページで公開していま

す（※）。知的資産の「見える化」には現経営者と後継者の対話が重要です。何
から話し始めればいいのか分からないといった場合はこのツールを使い、対話
をしながら空欄を埋めてみることから始めるのもいいかもしれません。
また、様々な支援機関で事業承継計画策定のサポートを行っています。お近

くの支援機関（54～56ページ参照）にご相談されてはいかがでしょうか。

現経営者と後継者の事業についての対話コラム

QRコード

（記入例）

事業承継を経験してきた老舗企業に実施したアンケートからも、信用や信
頼、伝統といった「目に見えにくい経営資源」が重視されていることがわかりま
す。
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事業承継の進め方

【現状の把握】

①会社概要の把握
現状と将来の見込み
キャッシュフロー
知的資産 等

②株主、親族関係の把握
③個人財産の概要把握

保有自社株式
個人名義の土地、建物
個人の負債、個人保証 等

【後継者・承継方法の確定】

・親族内に後継者候補がいるか？
・社内に後継者候補がいるか？
・後継者候補の能力・適性は？
・後継者候補への意思確認は？

【事業承継計画の策定】

中長期の経営計画に、事業承継の
時期、具体的な対策を盛り込んだ
「事業承継計画表」の作成

・後継者への承継時期、後継者育成 等
・法定相続人及び相互の人間関係、
　株式保有状況の確認
・相続財産の特定・相続税額の試
　算・納税方法の検討

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

親
族
内
承
継

（
従
業
員
等
）

親
族
外
承
継

（
第
三
者
）

親
族
外
承
継

→P.16へ

→P.20へ

→P.22へ

１．関係者の理解

２．後継者教育

３．「会社の魅力」の磨き上げ

４．株式・財産の分配

５．後継者への生前贈与

６．会社法の活用

７．遺言の活用

８．経営承継円滑化法の活用

９．個人保証・担保の処理

１．関係者の理解・後継者教育

２．「会社の魅力」の磨き上げ

３．株式・財産の分配

４．個人保証・担保の処理

１．M&Aの検討

２．「会社の魅力」の磨き上げ

３．各種支援策の活用

円滑な事業承継へ

STEP1

STEP2

STEP3

3

※STEP1とSTEP2については、便宜上、順番に記載してい
ますが、並行して進めるケースも想定されます。また、
STEP2が先行するケースもあり得ますが、その場合であっ
ても、現経営者と後継者が共に現状の把握を行うことが重
要となります。 中小企業庁　中小M&Aハンドブック 検 索

親族外承継（第三者）には、会社への引継ぎ（M&A）と個人への引継ぎがあります。
詳細な説明は、「中小M&Aハンドブック」（中小企業庁）をご参照下さい。

各承継方法のメリット・デメリット

「誰に会社（経営）を承継させるか（後継者の確定）」によって、様々なメリッ
ト・デメリットがあります。後継者選びにあたっては、関係者と意思疎通を図る
ことや、各承継方法のメリット・デメリットを把握することが重要です。

〈メリット〉 〈デメリット〉 〈留意点〉Ⅰ

Ⅲ

親
族
内
承
継

Ⅱ

（
従
業
員
等
）

親
族
外
承
継

（
第
三
者
）

親
族
外
承
継

・一般的に社内外の関係者から心

情的に受け入れられやすい。

・一般的に後継者を早期に決定し、

長期の準備期間を確保できる。

・他の方法と比べて、所有と経営の

分離を回避できる可能性が高い。

・親族内に、経営能力と意欲がある

者がいるとは限らない。

・相続人が複数いる場合、後継者の

決定・経営権の集中が困難。

・後継者が学校卒業後に他社に就

職し、一定のポジションに就いて

いる等の場合を含め、家業であっ

ても、早めにアナウンスをして本

人の了解を明示的にとりつける

取り組みが必要です。

4

〈メリット〉 〈デメリット〉 〈留意点〉
・親族内に後継者として適任者がい

ない場合でも、候補者を確保し

やすい。

・業務に精通しているため、他の従

業員などの理解を得やすい。

・親族内承継と比べて、関係者から

心情的に受け入れられにくい場

合がある。

・後継者候補に株式取得等の資金

力がない場合が多い。

・個人債務保証の引き継ぎが難し

い。

・従業員は経営リスクをとる覚悟で

入社、就業してきておらず、白羽

の矢を立てた幹部等従業員が、

経営者となる覚悟を得るために

は、早めのアナウンスと本人の了

解を明示的にとりつける取り組

みが必要です。

〈メリット〉 〈デメリット〉 〈留意点〉
・身近に後継者として適任者がいな

い場合でも、広く候補者を外部に

求めることができる。

・現オーナー経営者が会社売却の

利益を獲得できる。

・希望の条件（従業員の雇用、売却

価格等）を満たす譲渡先を見つ

けるのが困難。

・会社内に後継者がいない場合、検

討することを先延ばしにしてし

まいがちですが、早めに近くの事

業承継・引継ぎ支援センター等

の支援機関に相談しましょう。

QRコード
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事業承継の進め方

【現状の把握】

①会社概要の把握
現状と将来の見込み
キャッシュフロー
知的資産 等

②株主、親族関係の把握
③個人財産の概要把握

保有自社株式
個人名義の土地、建物
個人の負債、個人保証 等

【後継者・承継方法の確定】

・親族内に後継者候補がいるか？
・社内に後継者候補がいるか？
・後継者候補の能力・適性は？
・後継者候補への意思確認は？

【事業承継計画の策定】

中長期の経営計画に、事業承継の
時期、具体的な対策を盛り込んだ
「事業承継計画表」の作成

・後継者への承継時期、後継者育成 等
・法定相続人及び相互の人間関係、
　株式保有状況の確認
・相続財産の特定・相続税額の試

算・納税方法の検討
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

親
族
内
承
継

（
従
業
員
等
）

親
族
外
承
継

（
第
三
者
）

親
族
外
承
継

→P.16へ

→P.20へ

→P.22へ

１．関係者の理解

２．後継者教育

３．「会社の魅力」の磨き上げ

４．株式・財産の分配

５．後継者への生前贈与

６．会社法の活用

７．遺言の活用

８．経営承継円滑化法の活用

９．個人保証・担保の処理

１．関係者の理解・後継者教育

２．「会社の魅力」の磨き上げ

３．株式・財産の分配

４．個人保証・担保の処理

１．M&Aの検討

２．「会社の魅力」の磨き上げ

３．各種支援策の活用

円滑な事業承継へ

STEP1

STEP2

STEP3

3

※STEP1とSTEP2については、便宜上、順番に記載してい
ますが、並行して進めるケースも想定されます。また、
STEP2が先行するケースもあり得ますが、その場合であっ
ても、現経営者と後継者が共に現状の把握を行うことが重
要となります。 中小企業庁　中小M&Aハンドブック 検 索

親族外承継（第三者）には、会社への引継ぎ（M&A）と個人への引継ぎがあります。
詳細な説明は、「中小M&Aハンドブック」（中小企業庁）をご参照下さい。

各承継方法のメリット・デメリット

「誰に会社（経営）を承継させるか（後継者の確定）」によって、様々なメリッ
ト・デメリットがあります。後継者選びにあたっては、関係者と意思疎通を図る
ことや、各承継方法のメリット・デメリットを把握することが重要です。

〈メリット〉 〈デメリット〉 〈留意点〉Ⅰ

Ⅲ

親
族
内
承
継

Ⅱ

（
従
業
員
等
）

親
族
外
承
継

（
第
三
者
）

親
族
外
承
継

・一般的に社内外の関係者から心

情的に受け入れられやすい。

・一般的に後継者を早期に決定し、

長期の準備期間を確保できる。

・他の方法と比べて、所有と経営の

分離を回避できる可能性が高い。

・親族内に、経営能力と意欲がある

者がいるとは限らない。

・相続人が複数いる場合、後継者の

決定・経営権の集中が困難。

・後継者が学校卒業後に他社に就

職し、一定のポジションに就いて

いる等の場合を含め、家業であっ

ても、早めにアナウンスをして本

人の了解を明示的にとりつける

取り組みが必要です。

4

〈メリット〉 〈デメリット〉 〈留意点〉
・親族内に後継者として適任者がい

ない場合でも、候補者を確保し

やすい。

・業務に精通しているため、他の従

業員などの理解を得やすい。

・親族内承継と比べて、関係者から

心情的に受け入れられにくい場

合がある。

・後継者候補に株式取得等の資金

力がない場合が多い。

・個人債務保証の引き継ぎが難し

い。

・従業員は経営リスクをとる覚悟で

入社、就業してきておらず、白羽

の矢を立てた幹部等従業員が、

経営者となる覚悟を得るために

は、早めのアナウンスと本人の了

解を明示的にとりつける取り組

みが必要です。

〈メリット〉 〈デメリット〉 〈留意点〉
・身近に後継者として適任者がいな

い場合でも、広く候補者を外部に

求めることができる。

・現オーナー経営者が会社売却の

利益を獲得できる。

・希望の条件（従業員の雇用、売却

価格等）を満たす譲渡先を見つ

けるのが困難。

・会社内に後継者がいない場合、検

討することを先延ばしにしてし

まいがちですが、早めに近くの事

業承継・引継ぎ支援センター等

の支援機関に相談しましょう。

QRコード
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親族内承継は現経営者の子息・子女が後継者となるケースの他、甥や娘婿、
配偶者が後継者となるケースなどもあります。

◆後継者候補が複数いる場合は、意思疎通を図り、なるべく早期に後継者
を決定しましょう。後継者候補へのアナウンスと本人の明示的な了解を
確認することが大切です。
◆社内や取引先・金融機関に対して、事業承継計画を公表するなどの事前
説明を行っておくことが重要です。
◆後継者の会社経営を支える将来の役員や幹部の構成を視野に入れて、役
員・従業員の世代交代を準備します。

関係者の理解１

後継者教育2
経営に必要な能力・知識を習得するために、社内・社外での教育を実施します。
例えば、以下のようなものです。

①社内での教育
◆現経営者と後継者との事業についての対話（17ページ3参照）
◆自社の各部門のローテーション
◆責任ある地位に就けて権限を委譲
②社外での教育
◆他社勤務や子会社経営を通じて、幅広い人脈の形成や経営手法を習得
◆中小企業大学校で実施している経営後継者研修や中小企業支援団体が実 
施するセミナーへの参加

金融機関取引先企業従業員役員親族

関係者の理解

　 親族内承継Ⅰ
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親族内承継は現経営者の子息・子女が後継者となるケースの他、甥や娘婿、
配偶者が後継者となるケースなどもあります。

◆後継者候補が複数いる場合は、意思疎通を図り、なるべく早期に後継者
を決定しましょう。後継者候補へのアナウンスと本人の明示的な了解を
確認することが大切です。
◆社内や取引先・金融機関に対して、事業承継計画を公表するなどの事前
説明を行っておくことが重要です。
◆後継者の会社経営を支える将来の役員や幹部の構成を視野に入れて、役
員・従業員の世代交代を準備します。

関係者の理解１

後継者教育2
経営に必要な能力・知識を習得するために、社内・社外での教育を実施します。
例えば、以下のようなものです。

①社内での教育
◆現経営者と後継者との事業についての対話（17ページ3参照）
◆自社の各部門のローテーション
◆責任ある地位に就けて権限を委譲
②社外での教育
◆他社勤務や子会社経営を通じて、幅広い人脈の形成や経営手法を習得
◆中小企業大学校で実施している経営後継者研修や中小企業支援団体が実
施するセミナーへの参加

金融機関取引先企業従業員役員親族

関係者の理解

親族内承継Ⅰ

◆現経営者は、自社株式・事業用資産といった目に見える資産だけでなく、
経営理念、ノウハウ、顧客とのネットワークといった目に見えにくい経
営資源（知的資産）を後継者に伝えることが重要です。
◆会社の実態を把握するために、現経営者と後継者が一緒に「事業価値を
高める経営レポート」（11ページ下段参照）の枠組みに沿って考え、自
社の沿革や知的資産、将来に向けた事業のあり方をまとめる取り組みが
会社の磨き上げにつながります。

「会社の魅力」の磨き上げ（11ページ参照）3

株式・財産の分配4
株式・財産の分配においては、①後継者への自社株式、事業用資産の集中、②
後継者以外の相続人への配慮、という2つの観点からの検討が必要です。

会社の強み・弱みを現経営者と後継者が一緒に考えることが大切です。

①後継者への自社株式、事業用資産の集中
◆後継者が安定的に経営をしていくためには、後継者に自社株式や事業用
資産を集中的に承継させることが必要です（株主総会で重要事項を決議
するために必要な2/3以上の議決権の確保が目安）。
◆自社株式や事業用資産は経営者の相続財産に占める割合が高く、後継者
に集中的に承継させると、後継者や会社は、自社株式や事業用資産の買
い取りや相続税の納付のため、多額の資金が必要になるケースがあります。
専門家と相談して対策を検討しましょう。
②後継者以外の相続人への配慮
◆生前贈与や遺言を用いる場合でも、後継者以外の相続人の遺留分による
制限があります。

兄弟姉妹以外の相続人に対して最低限度の資産承継の権利を保障するための制度。
例として相続人が妻及び子供二人の場合、妻が1/4、子供がそれぞれ1/8の割合に相
当する額の遺留分を有し、その額を侵害するような贈与や遺贈を受けたときは、遺留分
侵害額に相当する金銭を請求される場合がある。

遺留分：
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①遺留分等民法上の問題
◆生前贈与で分け与えた財産については、相続発生の際、後継者以外の相
続人の遺留分による制約を受けるため、財産分配方針を決定した上で計
画的に行うことが必要です。
◆令和元年7月1日より、遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者
に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができるようになります。
また、請求を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合、裁
判所に支払期限の猶予を求めることができます。
※自社株式等の生前贈与をするときは、経営承継円滑化法「民法の特例」の活
用も検討しましょう。
②贈与税の課税制度の検討
◆贈与税には以下の課税制度がありますが、どの制度を採用するにせよ、
現経営者の生前に計画的に事業承継に取り組むことが、円滑な事業承継
のために重要です。

暦年毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税。110
万円の基礎控除があるが、税率は10％～55％の累進税率。

暦 年 課 税 制 度：

60歳以上の親（又は祖父母）から18歳以上の子（又は孫）への贈与につい
て、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税
で精算する制度。2,500万円の特別控除があり、それを超えた額につい
ては一律20％の税率を適用。

相続時精算課税制度：

株式の譲渡について、会社の承認を必要とする規定。譲渡制限規定：

◆自社株式の集中や分散防止対策として、議決権制限株式、拒否権付種類株式
（黄金株）、相続人に対する売渡請求等の活用も有効です。

※上記の他、経営承継円滑化法の「非上場株式に係る贈与税の納税猶予
制度」の活用を検討することも有益です。

自社株式等の生前贈与は、権利の移転が現経営者の生前に実現するので、後
継者の地位が安定する点で有効ですが、以下の点で注意が必要です。

後継者への生前贈与5

◆現時点で既に自社株式が分散している場合には、可能な限り買取り等を実施
して、後継者に自社株式を集約します。株式を分散させないためには、定款に
譲渡制限規定を設けることが有効です。

会社法の活用6
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①遺留分等民法上の問題
◆生前贈与で分け与えた財産については、相続発生の際、後継者以外の相
続人の遺留分による制約を受けるため、財産分配方針を決定した上で計
画的に行うことが必要です。
◆令和元年7月1日より、遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者
に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができるようになります。
また、請求を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合、裁
判所に支払期限の猶予を求めることができます。
※自社株式等の生前贈与をするときは、経営承継円滑化法「民法の特例」の活
用も検討しましょう。
②贈与税の課税制度の検討
◆贈与税には以下の課税制度がありますが、どの制度を採用するにせよ、
現経営者の生前に計画的に事業承継に取り組むことが、円滑な事業承継
のために重要です。

暦年毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税。110
万円の基礎控除があるが、税率は10％～55％の累進税率。

暦 年 課 税 制 度：

60歳以上の親（又は祖父母）から18歳以上の子（又は孫）への贈与につい
て、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税
で精算する制度。2,500万円の特別控除があり、それを超えた額につい
ては一律20％の税率を適用。

相続時精算課税制度：

株式の譲渡について、会社の承認を必要とする規定。譲渡制限規定：

◆自社株式の集中や分散防止対策として、議決権制限株式、拒否権付種類株式
（黄金株）、相続人に対する売渡請求等の活用も有効です。

※上記の他、経営承継円滑化法の「非上場株式に係る贈与税の納税猶予
制度」の活用を検討することも有益です。

自社株式等の生前贈与は、権利の移転が現経営者の生前に実現するので、後
継者の地位が安定する点で有効ですが、以下の点で注意が必要です。

後継者への生前贈与5

◆現時点で既に自社株式が分散している場合には、可能な限り買取り等を実施
して、後継者に自社株式を集約します。株式を分散させないためには、定款に
譲渡制限規定を設けることが有効です。

会社法の活用6

遺言の活用7

株主総会での議決権が制限されている株式。後継者には議決権のある株
式を、後継者以外の相続人には議決権制限株式を与えることで、後継者
に経営権を集中することが可能となる。
特定の決議事項について拒否権を有する株式。先代経営者が黄金株を保
持することで、後継者が独断専行経営を行うといった事態を防ぐことが可
能となる。
相続によって株式を取得した者に対して、会社が株式の売渡請求を行い、
強制的に買い取ることができる制度。

軽易な方式の遺言であり、自書能力さえ備わっていれば他人の力を借りること
なく、いつでも自らの意思に従って作成することができ、手軽かつ自由度の高い
制度。平成31年1月13日より、財産目録については自書しなくてもよくなり、ま
た、令和2年7月10日より法務局における保管制度も創設され、自筆証書遺言が
更に利用しやすくなる。
法律専門家である公証人の関与の下で、2人以上の証人が立会うなど厳格な方
式に従って作成され、公証人がその原本を厳重に保管するという信頼性の高い
制度。また、遺言者は、遺言の内容について公証人の助言を受けながら最善の遺
言を作成することができ、遺言能力の確認なども行われる。

自筆証書遺言 ：

公正証書遺言 ：

◆遺言書を作成することで、後継者に自社株式、事業用資産を集中することが
可能です。ただし、遺言はいつでも撤回できるため、生前贈与と比べて後継者
の地位が不安定となり、遺留分の問題や遺言書の有効性をめぐるトラブルが
起こることもあります。また、遺言書は相続発生後に開示されるため、当事者
の思惑と異なり相続後の事業運営に支障をきたすこともあることから、計画
的承継手法の推進を図ること等の取り組みが大切です。
◆各種遺言の中で、公正証書遺言が自筆証書遺言に比べて有効です。

経営承継円滑化法等の活用（32～46ページ参照）8
◆現経営者の生前に計画的に事業承継に取り組むにあたって、非上場株式に
係る相続税・贈与税の納税猶予・免除制度、遺留分に関する民法特例、金融
支援といった経営承継円滑化法の活用を検討することも有益です。

個人保証・担保の処理9
◆経営者の個人保証については、将来的に多額の返済負担を負う可能性があ
ることから、後継者確保のネックの一つになっています。
◆そのため、事業承継時に後継者の経営者保証を可能な限り解除していくた
め、「経営者保証コーディネーター」による支援や経営者保証を不要とする
新たな信用保証制度「事業承継特別保証」などの活用を検討することが有
効です。（47、48ページ参照）　※ご相談は各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターへ

議 決 権 制 限 株 式：

拒否権付種類株式（黄金株）：

相 続 人 に 対 する売 渡 請 求：
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親族外承継（共同創業者、番頭格の役員、工場長等の従業員、優秀な若手
従業員等）では、一般的に後継者の株式買取資金や、個人保証の引き継ぎ等が
承継の障害となります。
将来の経営者の子息等への中継ぎとして、一時的に親族外承継が行われる

こともあります。

◆基本的には親族内承継の場合と同様ですが、関係者の理解を得るまでに
より多くの時間がかかることもあるため注意が必要です。
◆親族内承継以上に、従業員は経営者となることを意識して入社・就業し
ていないことから、早めにアナウンスを行い、本人の明示的な了解を確
認することが大切です。
◆現経営者の親族の意向や後継者候補の経営方針は、十分に確認しておく
ことが重要です。

関係者の理解・後継者教育１

「会社の魅力」の磨き上げ（11ページ参照）2
基本的には親族内承継と同様です。ただし、親族外に承継する際には、後継者
の不安を和らげるため、会社の実態をより丁寧に伝える努力が必要です。

　 親族外承継（従業員等）Ⅱ

【関係者の理解を深めるためのポイント】
・事業の継続性を保つため、事前に経営理念や経営計画を明確にし、社内に 
　公表します。
・後継者候補が事前に一定期間役員等として勤務します（内部昇格）。
・事業承継後も、現経営者が一定期間後継者をサポートすることが有効な場
　合もあります。
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承継の障害となります。
将来の経営者の子息等への中継ぎとして、一時的に親族外承継が行われる

こともあります。

◆基本的には親族内承継の場合と同様ですが、関係者の理解を得るまでに
より多くの時間がかかることもあるため注意が必要です。
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ていないことから、早めにアナウンスを行い、本人の明示的な了解を確
認することが大切です。
◆現経営者の親族の意向や後継者候補の経営方針は、十分に確認しておく
ことが重要です。

関係者の理解・後継者教育１

「会社の魅力」の磨き上げ（11ページ参照）2
基本的には親族内承継と同様です。ただし、親族外に承継する際には、後継者
の不安を和らげるため、会社の実態をより丁寧に伝える努力が必要です。

　 親族外承継（従業員等）Ⅱ

【関係者の理解を深めるためのポイント】
・事業の継続性を保つため、事前に経営理念や経営計画を明確にし、社内に  
　公表します。
・後継者候補が事前に一定期間役員等として勤務します（内部昇格）。
・事業承継後も、現経営者が一定期間後継者をサポートすることが有効な場
　合もあります。

個人保証・担保の処理4

①会社法の活用
◆議決権のある普通株式を後継者に取得させて経営権を集中しつつ、配当
を優先させた議決権制限株式を後継者以外の親族に相続させてバランス
をとることも考えられます。
②事業承継のための資金調達
◆株式買取資金については、経営陣の能力や事業の将来性を担保として、
金融機関の融資や投資会社の出資等を受けられる場合もあります。
◆ＭＢＯ（Management Buy-Out：マネジメント・バイ・アウト）は、会社の
経営陣（マネジメント）が株式を取得して経営権を取得する手法です。株
式は、経営陣が個人として取得する方法があるほか、株式を取得するた
めの受け皿会社（SPC：特別目的会社）を設立し、受け皿会社が取得する
方法もあります。
③経営承継円滑化法等の活用（32～46ページ参照）
◆親族以外の後継者でも「非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予
制度」が適用できます（平成27年1月1日以後の贈与又は遺贈に適用）。
◆また、対象が親族内承継に限定されていた民法特例制度も、親族外承継
の際に適用できるようになりました（平成28年4月1日以後の贈与に適
用）。
◆都道府県知事の認定を前提に、株式会社日本政策金融公庫による後継
者個人への融資が活用できる場合もあります。

◆経営者の個人保証については、将来的に多額の返済負担を負う可能性があ
ることから、後継者確保のネックの一つになっています。
◆そのため、事業承継時に後継者の経営者保証を可能な限り解除していくた
め、「経営者保証コーディネーター」による支援や経営者保証を不要とする
新たな信用保証制度「事業承継特別保証」などの活用を検討することが有効
です。（47、48ページ参照）　※ご相談は各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターへ

株式・財産の分配3
一般的には、経営者の親族でない経営陣や従業員には株式を買い取るほどの
資金がないケースが多いですが、以下のような手法がありますので専門家と相
談しながら検討しましょう。
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親族や従業員など、身近なところに後継者候補がいない場合などに検討さ
れるもので、マッチングにより外部人材や事業譲渡先企業を選定（M&A）する
ものです。

◆Ｍ＆Ａを進めるにあたっては、社内・社外に対する秘密保持が最重要で
す。一方、譲渡先企業に対しては、自社に都合の悪いことでも、「隠し事を
しない」ことが大切です。
◆Ｍ＆Aは、交渉次第で譲渡価格が大きく異なります。事業承継・引継ぎ
支援センターや専門の仲介業者に相談してみることも有効です。

M&Aの検討１

　 親族外承継（第三者）Ⅲ
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介
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合併（Merger）と買収（Acquisition）を意味する言葉で、会社全部を譲渡する場合や
一部を譲渡する場合など、さまざまな形態がある。近年、中小企業におけるＭ＆Ａの件
数が増加している。

M&A：

※1 デューデリジェンス ： 買収監査
※2 クロージング ： 売買取引が完了すること。

デ
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リ
ジ
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ス
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ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
※2
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【「会社の魅力」の磨き上げのポイント】
•会社の「知的資産」（強み）の認識、見える化とその活用
•業績の改善、無駄な経費支出の削減
•貸借対照表のスリム化、オーナーと企業との線引きの明確化

◆全国47都道府県に設置されている事業承継・引継ぎ支援センターでは、
事業の引継ぎ先企業との引き合わせ（マッチング）、契約締結に向けた支
援を行っています。（54、55ページ参照）
◆株式会社日本政策金融公庫では、後継者不在等の企業をＭ＆Ａ等により
取得するための資金について融資を行う制度があります。（43～45ペー
ジ参照）

◆「売れる」会社になるためには、「会社の魅力」の磨き上げが重要です。
◆現時点で会社を売却した場合の価格の目安を試算し、企業価値を向上す
るための指標とすることが有効となります。

「会社の魅力」の磨き上げ2

各種支援策の活用（43～46、49～53ページ参照）3

中小企業庁　中小M&Aハンドブック 検 索

親族外承継（第三者）には、会社への引継ぎ（M&A）と個人への引継ぎがあります。
詳細な説明は、「中小M&Aハンドブック」（中小企業庁）をご参照下さい。

QRコード
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現状の把握や将来の見通しを明確にすることは、円滑な事業承継
において有効です。

❶会社の経営資源の状況はどうなっていますか？
　　従業員数、年齢層、資産、負債、キャッシュフローの現状や今後の見
　込みなど。
❷会社の経営リスクの状況はどうなっていますか？
　　事業の外部環境や、会社の競争力の現状や将来性など。
❸経営者自身の事業用資産等はどのような状況ですか？
　　自社株式の保有状況、個人名義の土地・建物、負債、個人保証の状況
　など。
❹後継者候補はいますか？
　　後継者候補は、親族内ですか？それとも従業員や外部からの招聘です
　か？現時点で未定の場合、後継者についてどう考えていますか？
　　後継者候補の能力や適性、年齢や経歴、事業への興味、会社経営に対
　する意欲はどうですか？
　　経営に対する価値観や信条等を明確にするため、後継者候補に経営者
　の経営理念や経営方針を伝えていますか？
❺相続が発生する際に予想される問題点はありますか？
　　法定相続人及び相互の人間関係・株式保有状況等の確認は行っていま
　すか？
　　相続財産の特定や、相続税額の試算、納税方法（相続税・贈与税の納
　税猶予制度）の検討などは行っていますか？

【現状の把握】

事業承継計画の策定5

　 事業承継計画の策定にあたって1

❻中長期的な経営計画を作成しましょう。
　　会社の現状を詳細に分析した上で、中長期的な方向性（経営ビジョン）の
　決定、売上高、利益等の数値目標を設定し、これらの達成に向けた具体的
　な行動予定や作業項目を明らかにすることが重要です。
❼事業承継の具体的な時期を検討しましょう。
　　事業承継対策には、一定の期間が必要です。具体的な取り組み時期を検
　討して、早めに取りかかりましょう。
❽さまざまな支援策があります。会社の課題に応じて活用を検討し
ましょう。
　　経営承継円滑化法による相続税や贈与税の納税猶予制度、民法特例や金
　融支援策の活用。
　　事業用財産の後継者への集中を図るため、遺言の活用を検討。
　　株式を分散させないために、定款に「譲渡制限」ならびに「相続人に対す
　る売渡請求」規定を設けることなど。
　　経営者保証を不要とする新たな信用保証制度の活用

※支援策を検討するにあたっては、地域の支援機関に相談することをおすすめ
します。

【将来の見通し】
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次のT社の事例（親族内承継）を通じて事業承継計画表作成の流れ
を見ていきましょう。

長男
学

・T社株式 175百万円

（70％保有・35,000株＠5,000円）

・不動産（自宅） 75百万円

（相続税評価額）

・預貯金 50百万円

合 計 300百万円

（後継者・T社勤務） （公務員）

業種 製造業 薬品・健康食品

資本金

売上高

経常利益

25百万円

1,000百万円

50百万円

500円/株

×50,000株

従業員数

役員

40人

4人

太郎、学のほ
か太郎の弟と
D氏

・太郎の祖父の代に創業し、現在創業80

年。

・長男学は大手製薬会社勤務後3年前に当

社に就職。

・本社工場と東京営業所あり。

・学のアイデアによる健康食品の新商品を

開発中で、ヒットすれば会社の業績は飛躍

的に伸びる可能性あり。

・太郎　　　　７０％
・太郎の伯母Ａ氏   ５％ ・太郎の叔父B氏  ５％
・元役員C氏　　５％

祖父の代の相続で太郎の伯母、叔父に分散
しており、元役員C氏も含め高齢である｡

（結婚後も
　他社で勤務）

・太郎の弟　 １０％

・役員Ｄ氏　　５％

中小太郎の家族関係 会社の経営資源

財産の状況（太郎名義） 株主の状況

二男 長女

妻
（59才）

中小太郎
（60才）

（33才）
（31才） （29才）

（経営者・T社3代目社長） （専業主婦）

　 事業承継計画の策定（T社の事例）2
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開発中で、ヒットすれば会社の業績は飛躍

的に伸びる可能性あり。

・太郎 ７０％
・太郎の伯母Ａ氏 ５％ ・太郎の叔父B氏 ５％
・元役員C氏 ５％

祖父の代の相続で太郎の伯母、叔父に分散
しており、元役員C氏も含め高齢である｡

（結婚後も
　他社で勤務）

・太郎の弟 １０％

・役員Ｄ氏 ５％

中小太郎の家族関係 会社の経営資源

財産の状況（太郎名義） 株主の状況

二男 長女

妻
（59才）

中小太郎
（60才）

（33才）
（31才） （29才）

（経営者・T社3代目社長） （専業主婦）

事業承継計画の策定（T社の事例）2

・後継者候補の学へ事業を引き継ぐ覚悟の有無を確認

・家族会議で学を後継者とすることを決定

・1年目に社内の役員、従業員に事業承継計画を公表

・5年目に学を後継者とすることを金融機関・取引先企業に公表

・学を取締役（1年目）、専務（3年目）、社長（5年目）とし、段階的に権限

  を委譲

ヒトの承継

◆中小太郎から、長男学への親族内承継。
◆5年目に社長交代予定。代表権を学に譲り、太郎は会長へ就任。
　太郎に退職金を支給。太郎は10年目に引退。

❶ 関係者の理解

・既に分散している株式を会社が買い取る（金庫株）

・相続が発生した時に備えて、相続人に対する売渡請求制度を導入する

・毎年暦年課税制度による贈与で太郎から学へ株式を贈与し、5年目に

　相続時精算課税制度による贈与で相当数の株式を贈与する

・遺留分対策として、「経営承継円滑化法」の民法特例の活用を検討

・遺留分に配慮した遺言書の作成

（妻へは自宅不動産と現預金、学へは自社株式、二男・長女へは現預金

　を遺留分に配慮し配分）

資産の承継

❸ 株式・財産の分配

・社内では工場→営業部門→本社管理部門と各部門をローテーション

・外部の後継者研修も受講

・太郎は学とコミュニケーションをとる中で、経営理念、ノウハウ、ネット

  ワーク等の自社の強みを一緒に考え伝えていく

❷ 後継者教育

【事業承継の基本方針】
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項目 現在 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

事
業
計
画

円億51円億31円億01高上売

円万千9円万千7円万千5益利常経

会
社

定款
・

株式
・

その他

「相続
人に対
する売
渡請求
制度」
の導入

太郎の
弟から
自社株
式取得
（金庫
株）

元役員
C氏か
ら自社
株式取
得（金
庫株）

太郎に
退職金
支給

年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

役職

関係者の
理解

後継者教育

株式・財
産の分配

持株
（％）※

年齢 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳

役職

後
継
者
教
育

社

内

社
外

持株
（％）※

補足

・分散している株式を
会社が買い取り、金庫
株として保有します。

・株式取得に必要な資
金を調達します。

・良好な関係先から順
次実行します。

まず、会社の中長期の事
業計画を作成します。

社長交代の時に太郎
に退職金を支給しま
す。この財源の準備
が必要です。保険の
活用も有効です。

【基本方針】
・中小太郎から、長男学への承継。
・5 年目に社長交代予定。太郎は代表権を学に譲り会長へ就任。10 年目に引退。

※ 現経営者および後継者の持株割合は、議決権割合ではなく、発行済株式総数に対する保有株式数の割合を示しています。

事業承継計画表（親族内承継）
STEP1　会社の事業計画と定款・株式などの整備

太郎や学以外の株主に
相続が発生した時に備
えて、株式を会社が売渡
請求をできるように定
款に定めます。
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項目 現在 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

事
業
計
画

円億51円億31円億01高上売

円万千9円万千7円万千5益利常経

会
社

定款
・

株式
・

その他

「相続
人に対
する売
渡請求
制度」
の導入

太郎の
弟から
自社株
式取得
（金庫
株）

元役員
C氏か
ら自社
株式取
得（金
庫株）

太郎に
退職金
支給

年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

役職

関係者の
理解

後継者教育

株式・財
産の分配

持株
（％）※

年齢 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳

役職

後
継
者
教
育

社

内

社
外

持株
（％）※

補足

・分散している株式を
会社が買い取り、金庫
株として保有します。

・株式取得に必要な資
金を調達します。

・良好な関係先から順
次実行します。

まず、会社の中長期の事
業計画を作成します。

社長交代の時に太郎
に退職金を支給しま
す。この財源の準備
が必要です。保険の
活用も有効です。

【基本方針】
・中小太郎から、長男学への承継。
・5 年目に社長交代予定。太郎は代表権を学に譲り会長へ就任。10 年目に引退。

※ 現経営者および後継者の持株割合は、議決権割合ではなく、発行済株式総数に対する保有株式数の割合を示しています。

事業承継計画表（親族内承継）
STEP1　会社の事業計画と定款・株式などの整備

太郎や学以外の株主に
相続が発生した時に備
えて、株式を会社が売渡
請求をできるように定
款に定めます。

項目 現在 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

事
業
計
画

売上高

経常利益

会
社

定款
・

株式
・

その他

年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

長会長社職役
相談
役

引退

関係者の
理解

家族会議
社内へ
計画
発表

取引
先・金
融機関
に公表

後継者教育

株式・財
産の分配

公正証
書遺言
の作成

持株
（％）※2

70％ 67％ 64％ 61％ 58％ 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 10％

相続時
精算課
税制度

年齢 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳

役職 取締役 専務 社長

後
継
者
教
育

社

内

社
外

継続的に対
外研修受講

経営革
新塾

持株
（％）※2

0％ 3％ 6％ 9％ 12％ 60％ 60％ 60％ 60％ 60％ 60％

相続時
精算課
税制度

補足

●5年目の相続時精算課税制度による贈与時に 「経営承継円滑化法」の活用を検討
●遺留分に配慮した遺言書の作成（妻へは自宅不動産と現預金、学へは自社株式、二男・長女

へは現預金をそれぞれ配分）
注意：計画の実行に当たっては専門家と十分協議した上で行ってください。

※1 詳しくは、11ページをご参照ください。
※2 現経営者および後継者の持株割合は、議決権割合ではなく、発行済株式総数に対する保有株式数の割合を示しています。

工 場 営業部門

後継者が決まり、基本
方針が決まれば、まず
社内に公表します。

【基本方針】
・中小太郎から、長男学への承継。
・5年目に社長交代予定。太郎は代表権を学に譲り会長へ就任。10年目に引退。
・学には、社内で工場→営業部門→本社管理部門と各部門をローテーション。外部の後継者研修も受講。
・太郎の財産内容がほぼ固まったところで公正証書遺言を作成する（5年目）。

後継者とコミュニケーションをとり、経営理念、ノウハウ、ネットワーク等の自社の強みを承継する※1

暦年贈与で毎年株式を後継者
に少しずつ贈与し、退職金の
支給で株価が下がった時に、
精算課税制度によりまとめて
贈与します。この時、経営承
継円滑化法の民法特例の活用
も検討します。

二男、長女の遺
留分に配慮した
公正証書遺言を
作成します。

毎年贈与（暦年課税制度）

毎年贈与（暦年課税制度）

経営者とコミュニケーションをとり、知的資産（＝経営理念、ノウハウ等の自社の強み）を承継する※1

本社管理部門

事業承継税制（特例措置）を

活用する場合には、令和 6 年

3 月 31 日までに「特例承継

計画」を都道府県に提出する

ことを検討しましょう（38、

39 ページ参照）。

事業承継計画表（親族内承継）
STEP2　現経営者と後継者の計画
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項目 現在 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

事
業
計
画

円億51円億31円億01高上売

円万千9円万千7円万千5益利常経

会
社

定款
・

株式
・

その他

「相続
人に対
する売
渡請求
制度」
の導入

太郎の
弟から
自社株
式取得
（金庫
株）

元役員
C氏か
ら自社
株式取
得（金
庫株）

太郎に
退職金
支給

年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

役職 長会長社
相談
役

引退

関係者の
理解

家族会議
社内へ
計画発

表

取引
先・金
融機関
に公表

後継者教育

株式・財
産の分配

公正証
書遺言
の作成

持株

70％ 67％ 64％ 61％ 58％ 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 10％

相続時
精算課
税制度

年齢 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳

役職 取締役 専務 社長

後
継
者
教
育

社

内

社
外

継続的に対
外研修受講

経営革
新塾

持株

0％ 3％ 6％ 9％ 12％ 60％ 60％ 60％ 60％ 60％ 60％

相続時
精算課
税制度

補足

●5年目の相続時精算課税制度による贈与時に 「経営承継円滑化法」の活用を検討
●遺留分に配慮した遺言書の作成（妻へは自宅不動産と現預金、学へは自社株式、二男・長女

へは現預金をそれぞれ配分）
注意：計画の実行に当たっては専門家と十分協議した上で行ってください。

工 場 営業部門 本社管理部門

【基本方針】
・中小太郎から、長男学への承継。
・5年目に社長交代予定。太郎は代表権を学に譲り会長へ就任。10年目に引退。
・学には、社内で工場→営業部門→本社管理部門と各部門をローテーション。外部の後継者研修も受講。
・太郎の財産内容がほぼ固まったところで公正証書遺言を作成する（5年目）。

後継者とコミュニケーションをとり、経営理念、ノウハウ、ネットワーク等の自社の強みを承継する※1

毎年贈与（暦年課税制度）

毎年贈与（暦年課税制度）

経営者とコミュニケーションをとり、経営理念、ノウハウ、ネットワーク等の自社の強みを承継する※1

※1 詳しくは、11ページをご参照ください。
※2 現経営者および後継者の持株割合は、議決権割合ではなく、発行済株式総数に対する保有株式数の割合を示しています。

（％）※2

（％）※2

事業承継計画表（親族内承継）
総 合

完 成



事業承継に関する支援施策の紹介

第3章
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事業承継税制の抜本拡充や、民法上の遺留分制度による制約への対応を始
めとする事業承継円滑化のための総合的支援策の基礎となる「中小企業にお
ける経営の承継の円滑化に関する法律」が平成２０年５月に成立しました。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律1

①非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
　※都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等
　　に係る相続税・贈与税を納税猶予（雇用確保を始めと
　　する５年間の事業継続が要件）。

②個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

1.事業承継税制

◇一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員
との合意及び所要の手続（経済産業大臣の確認、
家庭裁判所の許可）を経ることを前提に、以下の
民法の特例の適用を受けることができる。

①生前贈与株式等を遺留分の対象から除外
　贈与株式が遺留分算定の基礎財産から除外され
るため、相続に伴う遺留分侵害額請求を未然に防
止。

②生前贈与株式の評価額を予め固定
　後継者の貢献による株式価値上昇分が遺留分算
定の基礎財産から除外されるため、経営意欲が阻
害されない。

◇手続については、後継者が単独で申立てができる
ことがポイント。
　（従来の遺留分放棄は当事者全員が個別に申立てを行
う必要があった）

※民法（相続法）改正により、遺留分を侵害された者は、侵害者に対し、侵害額に相当する金銭の請求のみが可能と
　なりました（令和元年7月1日施行）。
※個人版事業承継税制の創設に加え、民法の特例（除外合意）の対象が個人事業主の事業承継の際にも適用でき
　るよう拡充されました（令和元年7月16日施行）。

地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続

2.民法の特例
◇経営者の死亡等に伴い必要となる資
金の調達を支援するため、都道府県
知事の認定を受けた中小企業者及び
その代表者または、承継予定者個人
に対して、以下の特例を設ける。

①中小企業信用保険法の特例
　（対象：中小企業者、その代表者、承
継予定者個人）

②株式会社日本政策金融公庫法及び
沖縄振興開発金融公庫法の特例
　（対象：中小企業の代表者、その承継
予定者個人）
　親族外承継や個人事業主の事業承
継を含め、以下のような幅広い資金
ニーズに対応

3.金融支援

事業承継の円滑化

・株式、事業用資産の取得資金
・信用力の低下時の運転資金
・相続税負担

4．会社法の特例
◇都道府県知事の認定を受けるこ
と及び所要の手続を経ることを
前提に、所在不明株主からの株式
買取り等に要する期間を短縮す
る特例を新設。
　　　　　　　 【令和3年8月施行】

中小企業基本法上の中小企業の定義 政令により範囲を拡大した業種（黄色部分を拡大）

製造業
その他

３億円以下 ３００人以下

卸売業 １億円以下 １００人以下

小売業
５千万円以下

５０人以下

サービス業 １００人以下

ゴム製品製造業（自動車
又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工
業用ベルト製造業を除く）

３億円以下 ９００人以下

ソフトウェア・情報処理
サービス業

３億円以下 ３００人以下

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下

※上記特例により対象となる「ゴム製品製造業」としては、ゴムホース、ゴム手袋やゴム草履業等がある。

○既存の中小企業支援法と同様、労働集約性や資本効率等を踏まえ、一部の業種につき、
政令により中小企業の範囲を中小企業基本法上の中小企業より拡大。

○民法特例を利用できる中小企業の要件として、除外合意等の時点で3年以上継続して事
業を行っていることを規定。

○金融支援に係る知事認定の要件として、事業承継後に売上高が減少したことや相続税負
担が発生していること等を規定。【法第12条】
○日本政策金融公庫等が中小企業者の代表者やその予定者に貸し付けることが出来る資
金として、株式や事業用資産の買取資金、相続税納税資金、遺留分減殺請求への対応資
金等を規定。

事業者の規模

適用要件

【民法特例】（42ページ参照）

【金融支援】（43ページ参照）

 経営承継円滑化法の対象となる事業者は？

資本金 従業員数又は資本金 従業員数又は

中小企業庁　中小企業経営承継円滑化法 検 索
QRコード

詳細な説明は「中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル」（中小企業庁）をご参照下さい。

○会社法特例に係る知事認定要件として、上場会社等以外の中小企業者である株式会社
が①経営困難要件、②円滑承継困難要件の両方の要件を満たすことを規定。

【会社法の特例】（46ページ参照）
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事業承継税制の抜本拡充や、民法上の遺留分制度による制約への対応を始
めとする事業承継円滑化のための総合的支援策の基礎となる「中小企業にお
ける経営の承継の円滑化に関する法律」が平成２０年５月に成立しました。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律1

①非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
※都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等
に係る相続税・贈与税を納税猶予（雇用確保を始めと

　　する５年間の事業継続が要件）。

②個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

1.事業承継税制

◇一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員
との合意及び所要の手続（経済産業大臣の確認、
家庭裁判所の許可）を経ることを前提に、以下の
民法の特例の適用を受けることができる。

①生前贈与株式等を遺留分の対象から除外
贈与株式が遺留分算定の基礎財産から除外され
るため、相続に伴う遺留分侵害額請求を未然に防
止。

②生前贈与株式の評価額を予め固定
後継者の貢献による株式価値上昇分が遺留分算
定の基礎財産から除外されるため、経営意欲が阻
害されない。

◇手続については、後継者が単独で申立てができる
ことがポイント。
（従来の遺留分放棄は当事者全員が個別に申立てを行
う必要があった）

※民法（相続法）改正により、遺留分を侵害された者は、侵害者に対し、侵害額に相当する金銭の請求のみが可能と
　なりました（令和元年7月1日施行）。
※個人版事業承継税制の創設に加え、民法の特例（除外合意）の対象が個人事業主の事業承継の際にも適用でき
　るよう拡充されました（令和元年7月16日施行）。

地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続

2.民法の特例
◇経営者の死亡等に伴い必要となる資
金の調達を支援するため、都道府県
知事の認定を受けた中小企業者及び
その代表者または、承継予定者個人
に対して、以下の特例を設ける。

①中小企業信用保険法の特例
　（対象：中小企業者、その代表者、承
継予定者個人）

②株式会社日本政策金融公庫法及び
沖縄振興開発金融公庫法の特例
　（対象：中小企業の代表者、その承継
予定者個人）
親族外承継や個人事業主の事業承
継を含め、以下のような幅広い資金
ニーズに対応

3.金融支援

事業承継の円滑化

・株式、事業用資産の取得資金
・信用力の低下時の運転資金
・相続税負担

4．会社法の特例
◇都道府県知事の認定を受けるこ
と及び所要の手続を経ることを
前提に、所在不明株主からの株式
買取り等に要する期間を短縮す
る特例を新設。

【令和3年8月施行】

中小企業基本法上の中小企業の定義 政令により範囲を拡大した業種（黄色部分を拡大）

製造業
その他

３億円以下 ３００人以下

卸売業 １億円以下 １００人以下

小売業
５千万円以下

５０人以下

サービス業 １００人以下

ゴム製品製造業（自動車
又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工
業用ベルト製造業を除く）

３億円以下 ９００人以下

ソフトウェア・情報処理
サービス業

３億円以下 ３００人以下

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下

※上記特例により対象となる「ゴム製品製造業」としては、ゴムホース、ゴム手袋やゴム草履業等がある。

○既存の中小企業支援法と同様、労働集約性や資本効率等を踏まえ、一部の業種につき、
政令により中小企業の範囲を中小企業基本法上の中小企業より拡大。

○民法特例を利用できる中小企業の要件として、除外合意等の時点で3年以上継続して事
業を行っていることを規定。

○金融支援に係る知事認定の要件として、事業承継後に売上高が減少したことや相続税負
担が発生していること等を規定。【法第12条】
○日本政策金融公庫等が中小企業者の代表者やその予定者に貸し付けることが出来る資
金として、株式や事業用資産の買取資金、相続税納税資金、遺留分減殺請求への対応資
金等を規定。

事業者の規模

適用要件

【民法特例】（42ページ参照）

【金融支援】（43ページ参照）

 経営承継円滑化法の対象となる事業者は？

資本金 従業員数又は資本金 従業員数又は

中小企業庁　中小企業経営承継円滑化法 検 索
QRコード

詳細な説明は「中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル」（中小企業庁）をご参照下さい。

○会社法特例に係る知事認定要件として、上場会社等以外の中小企業者である株式会社
が①経営困難要件、②円滑承継困難要件の両方の要件を満たすことを規定。

【会社法の特例】（46ページ参照）
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※事業承継税制の対象となる株式の上限は、発行済議決権株式総数の／（後継者が相続、贈与前から既に
　保有していた株式を含む）ですが、平成30年度税制改正により上限が撤廃されます。また、相続時の納税
　猶予割合は80%ですが、100%に拡大されます（38ページ参照）。

相続税の納税猶
予制度と同様、
雇用確保を含む
5年間の事業継
続を行い、その
後も株式を継続

平成27年度税制改正により拡充

保有

※
※

※ ※

都道府県知事認定 都道府県知事確認

都道府県知事認定

1
代
目

経
営
者

2
代
目

経
営
者

3
代
目

経
営
者

事業承継税制の全体像のイメージ《生前贈与により株式の承継を行っていくケース》

1代目の
経営者の死亡

◎後継者が「贈与税の
　納税猶予の適用」を
　受けること等

2
3

事業承継税制では、相続税及び贈与税の納税猶予制度を組み合わせて活用
することで、相続のみならず生前贈与による株式の承継に伴う税負担を軽減す
ることができ、将来にわたって、円滑な事業承継が可能となります。また、平成
27年度税制改正により、平成27年4月1日以後、初代経営者が存命中に2代目
経営者が3代目経営者に対して再贈与を行う場合も、贈与税の納税義務が生じ
ないように、税制が拡充されました。なお、平成30年度税制改正により、特例
措置が講じられています（38ページ参照）。

事業承継税制2

一
定
の
贈
与

一
定
の
贈
与

一
定
の
贈
与

都道府県知事認定

経営承継円滑化法の活用が、
計画的な事業承継に係る取組みに繋がった事例コラム

現状

経営承継円滑化法の検討

某地方製造業X社 ●会長：創業者のAさん
●社長：長男のBさん

長男Ｂさんが後継者候補であった頃から、Ｘ社の株式はＢさん以外の兄弟等にも分

散していました。

長男Bさんが社長となった後も会長Ａさんが引き続き数十％を保有していることか

ら、会長Ａさんが保有する株式の動向が経営権に影響を与えかねないことを経営幹

部も心配していました。

会長Ａさんは９０歳代と高齢ですが健康であり、当該株式の取り扱いについて会長

Ａさんに進言する機会もなく、関係者は不安を抱えつつ見守っていました。

「経営承継円滑化法を検討してみたらどうだろうか？」
Ｘ社は業歴も長く、健全経営を続けてきたことから、自社株式評価も高く、将来の

相続発生時の納税負担についても心配な状況にありました。

中小企業経営承継円滑化法の施行に伴い、顧問税理士・公認会計士は、この法律の

活用が良いのではと考え、社長Ｂさんならびに経営幹部と相談して、この法律の「相続

税の納税猶予制度」について会長Ａさんに説明し、活用を検討することを勧めました。

「まさしく当社のような会社を対象とした法律じゃないか。早速検討してみよう」
「相続税の納税猶予制度」についての概要説明資料を会長Ａさんにお見せし、制度

の内容について説明を行ったところ、「この法律はまさしく当社のような会社を対象と

しているので、積極的に行動を起こしたい」と好反応。早速、社長Ｂさんほか経営幹部

は、顧問税理士・公認会計士の指導・協力を得て「事業承継計画」を作成、計画作成過

程で示された会長Ａさんの意向（社長である長男Ｂさんに会長Ａさん保有の自社株

式を全て相続で承継する旨の計画）を明記し、これを都道府県に申請し、受理されま

した（「事前確認制度」は、平成25年4月1日以降、任意制度になりました）。

（顧問税理士・公認会計士からのアドバイス）

明確になった方向性

経営承継円滑化法の活用検討は、効果として、「事業承継計画作成」に結びつき、そ

の作成過程の中で社長ＢさんがＸ社の後継者であることが名実ともに明確となりまし

た。社長Ｂさんならびに経営幹部も安心し、また社内外にもアナウンス効果が図られ

ました。
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※事業承継税制の対象となる株式の上限は、発行済議決権株式総数の／（後継者が相続、贈与前から既に
　保有していた株式を含む）ですが、平成30年度税制改正により上限が撤廃されます。また、相続時の納税
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することで、相続のみならず生前贈与による株式の承継に伴う税負担を軽減す
ることができ、将来にわたって、円滑な事業承継が可能となります。また、平成
27年度税制改正により、平成27年4月1日以後、初代経営者が存命中に2代目
経営者が3代目経営者に対して再贈与を行う場合も、贈与税の納税義務が生じ
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計画的な事業承継に係る取組みに繋がった事例コラム

現状

経営承継円滑化法の検討

某地方製造業X社 ●会長：創業者のAさん
●社長：長男のBさん

　長男Ｂさんが後継者候補であった頃から、Ｘ社の株式はＢさん以外の兄弟等にも分

散していました。

　長男Bさんが社長となった後も会長Ａさんが引き続き数十％を保有していることか

ら、会長Ａさんが保有する株式の動向が経営権に影響を与えかねないことを経営幹

部も心配していました。

　会長Ａさんは９０歳代と高齢ですが健康であり、当該株式の取り扱いについて会長

Ａさんに進言する機会もなく、関係者は不安を抱えつつ見守っていました。

「経営承継円滑化法を検討してみたらどうだろうか？」
　Ｘ社は業歴も長く、健全経営を続けてきたことから、自社株式評価も高く、将来の

相続発生時の納税負担についても心配な状況にありました。

　中小企業経営承継円滑化法の施行に伴い、顧問税理士・公認会計士は、この法律の

活用が良いのではと考え、社長Ｂさんならびに経営幹部と相談して、この法律の「相続

税の納税猶予制度」について会長Ａさんに説明し、活用を検討することを勧めました。

「まさしく当社のような会社を対象とした法律じゃないか。早速検討してみよう」
　「相続税の納税猶予制度」についての概要説明資料を会長Ａさんにお見せし、制度

の内容について説明を行ったところ、「この法律はまさしく当社のような会社を対象と

しているので、積極的に行動を起こしたい」と好反応。早速、社長Ｂさんほか経営幹部

は、顧問税理士・公認会計士の指導・協力を得て「事業承継計画」を作成、計画作成過

程で示された会長Ａさんの意向（社長である長男Ｂさんに会長Ａさん保有の自社株

式を全て相続で承継する旨の計画）を明記し、これを都道府県に申請し、受理されま

した（「事前確認制度」は、平成25年4月1日以降、任意制度になりました）。

（顧問税理士・公認会計士からのアドバイス）

明確になった方向性

　経営承継円滑化法の活用検討は、効果として、「事業承継計画作成」に結びつき、そ

の作成過程の中で社長ＢさんがＸ社の後継者であることが名実ともに明確となりまし

た。社長Ｂさんならびに経営幹部も安心し、また社内外にもアナウンス効果が図られ
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税制改正により、令和6年3月31日までに特例承継計画を提出し、令和9年12月31日までに実際に承継を行う者を　　　　　　　　対象として、事業承継税制（贈与税・相続税）の要件が緩和されます（38、39ページをご参照下さい）。

❶ 贈与税の納税猶予・免除制度（一般措置）

○5年間の事業継続。具体的には、

・代表者であること

・雇用の8割以上を維持
○会社の代表者であったこと
○役員を退任すること

○先代経営者と同族関係者で
発行済議決権株式総数の
50％超の株式を保有かつ同
族内で筆頭株主であった場合

［認定基準］
先代経営者、後継
者及び会社に係る
要件等に該当して
いるか否か

・贈与した対象株式の継続保有

※事業継続期間は毎年1回、その後は
3年毎に税務署長への届出も必要

この場合には、
① 先代経営者から後継者
に相続があったものとみな
して相続税を課税
② ①で課税された相続税
の納税猶予の適用が可能

先代経営
者の死亡 ［確認基準］

相続税の納税猶予の
適用要件のうち一定のも
のを満たすか否か

［事業継続要件］

［先代経営者の要件］

認
定

事
業
継
続
の

チ
ェ
ッ
ク

［計画的な承継に係る取組み］

確認

その後は、対象株式を継続保有
していれば、猶予は継続。なお、
贈与税の猶予税額の免除要件は、
相続税の猶予税額の免除要件に
加えて、「先代経営者の死亡」
が含まれている。

贈与税の納税猶予・免除制度の概要

※
※

保有株式の
一定の贈与

厚生年金保険及び健康保険加入者をベース

組織再編を行った場合であっても、実質

的な事業継続が行われているときには認

定を継続

※平成27年1月1日以後、「5年間の平均で
　8割以上」に変更

※平成27年1月1日以後の贈与
より、代表者退任要

 （有給役員として残留可）

※平成25年4月1日以後、「確認」を受けることは認定

要件から外れましたが、計画的な承継に係る取組みは

重要です。任意に確認を受けることは可能です。

　なお、事前確認を受けても、特例措置の認定を受ける

場合には、特例承継計画を提出しておく必要がありま

す。

○計画的な承継に係る取組み（後継者の確定、株式の
計画的承継等）に関する都道府県知事の「確認」

［後継者の要件］

※図中の下線部分は、相続税の納税猶予制度
　との相違部分

○会社の代表者であること

○先代経営者の親族　 であること

○18歳以上であり、かつ、役員就任から3年以上経過し

　ていること

○後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50％超

　の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる場合（1つの

　会社で適用される者は1名）

※1 ※2

※1 「親族」とは、①6親等の血族（甥、姪等）、②配偶者、
③3親等以内の姻族（娘婿等）

※2 平成27年1月1日以後の贈与より親族に限らず適用可能

先代経営者 後継者

会　社

事業継続期間
（5年間）

都道府県知事

都道府県知事

［認定対象会社の要件］

「有価証券、不動産、現預金等の合
計額※が総資産額の70%を占める会
社」及び「これらの運用収入の合計
額が総収入金額の75%以上を占め
る会社」（事業実態のある会社は除
く）等

※その後の資産管理会社の判定におい
ては、この「合計額」に、過去5年間
に、後継者と同族関係者に支払われ
た配当等を加える。なお、一定のやむ
を得ない事情により一時的に資産管
理会社に該当してしまった場合は、要
件が緩和される

○中小企業基本法の中小企業であること
　（特例有限会社、持分会社も対象）
○非上場会社であること
○資産管理会社に該当しないこと 等
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税制改正により、令和6年3月31日までに特例承継計画を提出し、令和9年12月31日までに実際に承継を行う者を　　　　　　　　対象として、事業承継税制（贈与税・相続税）の要件が緩和されます（38、39ページをご参照下さい）。

❷ 相続税の納税猶予・免除制度（一般措置）

○会社の代表者であったこと

○先代経営者と同族関係者で発
行済議決権株式総数の50％超
の株式を保有かつ同族内で筆
頭株主であった場合

○5年間の事業継続。具体的には、

・代表者であること

・雇用の8割以上を維持

［認定基準］
先代経営者、後継者及
び会社に係る要件等に
該当しているか否か

［後継者の要件］［計画的な承継に係る取組み］

○中小企業基本法の中小企業であること
（特例有限会社、持分会社も対象）

○非上場会社であること
○資産管理会社に該当しないこと 等

厚生年金保険及び健康保険加入者をベース

組織再編を行った場合であっても、実質

的な事業継続が行われているときには認

定を継続

・相続した対象株式の継続保有

その後は、対象株式を継続保有
していれば、猶予が継続され、
次の場合に相続税の猶予税額を
免除する。
○経営者が死亡した場合
○会社が破産又は特別清算した

場合
○対象株式の時価が猶予税額を

下回る中、当該株式の譲渡を
行った場合（ただし、時価を
超える猶予税額のみ免除）

○次の後継者に対象株式を一括
贈与した場合

※事業継続期間は毎年1回、その後は
3年毎に税務署長への届出も必要

※平成27年1月1日以後、「5年間の平均で
　8割以上」に変更

相続税の納税猶予・免除制度の概要

先代経営者 後継者
［事業継続要件］［先代経営者の要件］

［認定対象会社の要件］

認
定

事
業
継
続
の

チ
ェ
ッ
ク

会　社

事業継続期間（5年間）

都道府県知事

株式の相続

○会社の代表者であること
○先代経営者の親族　であること
○後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50％超
　の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる場合（1つの
　会社で適用される者は1人）

※1 ※2

※1 「親族」とは、①6親等の血族（甥、姪等）、②配偶者、
　　 ③3親等以内の姻族（娘婿等）
※2 平成27年1月1日以後の相続・遺贈より親族に限らず適
　　 用可能

※平成25年4月1日以後、「確認」を受けることは認定

要件から外れましたが、計画的な承継に係る取組みは

重要です。なお、事前確認を受けても、特例措置の認

定を受ける場合には、特例承継計画を提出しておく必

要があります。

○計画的な承継に係る取組み（後継者の確定、株式の
計画的承継等）に関する都道府県知事の「確認」

「有価証券、不動産、現預金等の合計額　
が総資産額の70%を占める会社」及び「こ
れらの運用収入の合計額が総収入金額の
75%以上を占める会社」（事業実態のあ
る会社は除く）等

※その後の資産管理会社の判定においては、
この「合計額」に、過去5年間に、後継者と
同族関係者に支払われた配当等を加える

※

※
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❸ 法人版事業承継税制（特例措置）の概要

!
ここが変わる

!

中小企業の事業承継支援を抜本強化します
事業承継税制の抜本拡充

事業承継税制が大きく変わったと耳にしました。
１０年以内に後継者に引き継ぐ必要があると聞きましたが、本当ですか？

利用できるのは

法人の経営者

相続税、贈与税

対象株式数の上限を撤廃（2/3→3/3）し、猶予割合を100％に拡大することで、
承継時の贈与税・相続税の現金負担をゼロにします。1

制度利用を躊躇する要因となっている雇用要件（事業承継後５年間平均で、雇用の８割を維持）を

抜本的に見直すことにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を
継続可能にします。 ※経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要です。

※相続税の場合

3

親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者（最大3人）への
承継も対象に。中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継を支援します。2

売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された
納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による将来の不安を軽減します。4

4   納税額の再計算とは（イメージ）1   猶予割合の拡大とは

納税猶予額
約1億円

承継前 承継時 5年目 10年目 15年目 20年目 25年目

（億円）

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

0.2

0.6

1.0

1.4

1.8

売却額に基づいた税額
約0.6億円

再計算

承継時の
株価総額2億円

25年後の
売却価格
1.2億円

猶予
対象外 1/3

2/3×0.2

事業承継の際の贈与税・相続税の負担を軽減する

 「事業承継税制」が、今後10年間に限って大きく拡充されます！

100%に

猶予される
割合
2/3×0.8

＝約53%

改正前

※平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間の贈与・相続について適用されます。
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38～39 ページの出典：中小企業庁 ｢平成 30年度税制改正パンフレット｣
※内容一部加工

※特例承継計画の様式は下記よりダウンロードが可能です。

（出典：中小企業庁「事業承継に関する主な支援策（一覧）」を基に作成）

□法人版事業承継税制の概要

特例措置

事前の計画策定 不要

一般措置

特例承継計画の提出
2018年4月1日から
2024年3月31日まで

全株式 総株式数の最大3分の2まで

贈与：100％
相続：80％

複数の株主から
1人の後継者

複数の株主から
最大3人の後継者

承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要

100％

適用期限

納税猶予割合

承継パターン

雇用確保要件

経営環境変化に
対応した免除

対象株数
※議決権株式に限る

なし

なしあり

弾力化

10年以内の贈与・相続等
2018年1月1日から
2027年12月31日まで

中小企業庁　特例承継計画 検 索
QRコード

今回、抜本拡充された特例を適用するにあたっては、
令和6年3月31日までに
特例承継計画（※）を都道府県に提出し、
計画的に承継を行いましょう！
特例承継計画を提出しない場合は、従来の事業承継税制の適用になります。
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出典：中小企業庁「事業承継に関する主な支援策（一覧）」※内容一部加工

（1）設備投資減税（中小企業経営強化税制）
　経営力向上計画に基づき一定の設備を取得等した場合、投資額の10％（資本金3000
万円超の場合は7％）を税額控除又は全額即時償却。

（2）準備金の積立（中小企業事業再編投資損失準備金）
　事業承継等事前調査を記載した経営力向上計画に沿ってM&Aを実施した際に、投資
額の70％以下の金額を準備金として積み立て可能（積み立てた金額は損金算入）。

【参考1】経営資源集約化税制

【参考２】登録免許税・不動産取得税の特例

中小企業庁　中小企業等経営強化法に基づく支援措置 検 索
QRコード

中小企業庁　経営資源集約化税制 検 索
QRコード

設備投資減税
※D類型の場合

標準処理期間
30日

共 通 準備金

確
認
書
申
請

↓
税
理
士
又
は
公
認
会
計
士

確
認
書
申
請

↓
経
済
産
業
局

経
営
力
向
上
計
画
申
請

↓
主
務
大
臣（
所
管
省
庁
）

M
&
A
の
報
告

↓
主
務
大
臣（
所
管
省
庁
）

発
行

認
定

事
業
年
度
末

M
&
A

　基
本
合
意

M
&
A

　最
終
合
意

設
備
取
得・事
業
供
用

税
務
申
告

●経営力向上計画に基づき事業譲渡等を実施する場合、土地・建物に係る登
録免許税・不動産取得税の軽減措置を活用できます。

●経営力向上計画に基づきM&Aを実施する場合に、以下の措置を活用でき
ます。

〈登録免許税〉

2.0％
不動産価格×3.0％

不動産価格×4.0％

1.6％

0.4％ 0.2％

2.0％ 0.4％

〈不動産取得税〉

不動産所
有権移転
の登記

不動産価格の1/6
相当額を課税標準
から控除

土地・住宅

住宅以外の家屋

その他の原因に
よる移転の登記
合併による移転
の登記
分割による移転
の登記

通常税 計画
認定時

取得する不動産
の種類 税額 計画認定時登記の種類
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❹ 個人版事業承継税制の概要

平成31年４月１日から、個人事業者が事業用資産を後継者に贈与・相続した
際に課される贈与税・相続税の納税を猶予及び免除する措置が創設されまし
た。平成30年度に拡充された法人版事業承継税制の特例措置と同様に、平成
31年４月１日からの10年間限定の特例措置であり、土地、建物、機械、器具備
品等の幅広い事業用資産を対象として、100％納税猶予を受けることができま
す。
この制度の適用を受けるためには、平成31年４月１日から５年以内に都道府

県知事に対して個人事業承継計画を提出した上で、平成31年１月１日から令和
10年12月31日までに事業用資産を後継者に承継する必要があります。
なお、個人版事業承継税制は、事業用小規模宅地特例との選択制となって

います。

□事業承継税制の概要

※1 事業用小規模宅地特例との選択制
※2 令和3年度税制改正により乗用自動車が追加

個人版事業承継税制（※1）

相続税・贈与税の納税猶予制度 相続税・贈与税の納税猶予制度

100％ 100％

土地、建物、機械、器具備品等（※2） 非上場株式

・承継円滑化法に基づく認定
・事業継続要件　　　　　　等

・承継円滑化法に基づく認定
・事業継続要件　　　　　　等

税制

期間

猶予割合

対象資産

要件

法人版事業承継税制

令和元（平成31）年度からの10年間（平
成31年1月1日から令和10年12月31日まで
に行われた贈与・相続が対象）

平成30年度からの10年間（平成30年1月
1日から令和9年12月31日までに行われた
贈与・相続が対象）

【個人版事業承継税制の創設】
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民法の特例3

　先代経営者の生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全
員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、先代経営者から後継者
へ生前贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から
除外できる制度です。

生前贈与株式を遺留分算定の基礎財産から除外できる制度（除外合意）１

　生前贈与後に株式価値が後継者の貢献により上昇した場合でも、遺留分の算定
に際しては相続開始時点の上昇後の評価で計算されてしまう。
このため、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内
容について家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分の算定に際して、生前贈与株
式の価額を当該合意時の評価額で予め固定できる制度です。

生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度（固定合意）2

◆事業継続に不可欠
な自社株式等に係
る遺留分侵害額請
求を未然防止

◆後継者単独で家庭
裁判所に申し立て
るため、現行の遺
留分放棄制度と比
して、非後継者の
手続きは簡素化

◆後継者が株式価値
上昇分を保持でき
る制度の創設によ
り、経営意欲の阻
害要因を排除

※民法（相続法）改正により、遺留分を侵害された者は、侵害者に対し、侵害額に相当する金銭の請求のみが可能と
　なりました（令和元年7月1日施行）。
※個人版事業承継税制の創設に加え、民法の特例（除外合意）の対象が個人事業主の事業承継の際にも適用でき
　るよう拡充されました（令和元年7月16日施行）。

適用前 適用後

適用前 適用後

株式評価額

侵害額請求により
非後継者へ金銭支払

株式評価額

株式評価額 株式評価額

後継者の貢献に
よる価値変動分は
遺留分算定の基
礎財産から除外

合意対象自社株
式等を遺留分算
定の基礎財産から
除外

侵害額請求により
非後継者へ金銭支払
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民法の特例3

　先代経営者の生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全
員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、先代経営者から後継者
へ生前贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から
除外できる制度です。

生前贈与株式を遺留分算定の基礎財産から除外できる制度（除外合意）１

　生前贈与後に株式価値が後継者の貢献により上昇した場合でも、遺留分の算定
に際しては相続開始時点の上昇後の評価で計算されてしまう。
このため、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内
容について家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分の算定に際して、生前贈与株
式の価額を当該合意時の評価額で予め固定できる制度です。

生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度（固定合意）2

◆事業継続に不可欠
な自社株式等に係
る遺留分侵害額請
求を未然防止

◆後継者単独で家庭
裁判所に申し立て
るため、現行の遺
留分放棄制度と比
して、非後継者の
手続きは簡素化

◆後継者が株式価値
上昇分を保持でき
る制度の創設によ
り、経営意欲の阻
害要因を排除

※民法（相続法）改正により、遺留分を侵害された者は、侵害者に対し、侵害額に相当する金銭の請求のみが可能と
　なりました（令和元年7月1日施行）。
※個人版事業承継税制の創設に加え、民法の特例（除外合意）の対象が個人事業主の事業承継の際にも適用でき
　るよう拡充されました（令和元年7月16日施行）。

適用前 適用後

適用前 適用後

株式評価額

侵害額請求により
非後継者へ金銭支払

株式評価額

株式評価額 株式評価額

後継者の貢献に
よる価値変動分は
遺留分算定の基
礎財産から除外

合意対象自社株
式等を遺留分算
定の基礎財産から
除外

侵害額請求により
非後継者へ金銭支払

金融支援4

都道府県知事の認定

会社の資金需要に対応
（個人事業主を含む）

後継者個人の
資金需要に対応

①多額の資金需要の発生

②信用状態の低下

・相続に伴い分散した株式や事業用資産の買取り等に、多額の資金が必要となる。
・株式や事業用資産について、多額の相続税納税資金が必要となる。
・親族外承継（MBO、EBO 等）の場合には、先代経営者からの株式等の買取りに多
　額の資金が必要となる。

・経営者の交代により信用状態が悪化し、銀行の借入条件や取引先の支払条件が厳し
　くなる可能性がある。

事業活動の継続に支障が生じている中小企業者（非上場会社及び個人事業主）などを
都道府県知事が認定

申請書提出
　経営の承継に伴い事業活動の継続
に支障が生じていることについて認定

　 金融機関等においても独自に審査
（※）このため、認定を受けたからといっ
て必ずしも融資を受けられる訳ではない。

認定後
融資の申入れ

中小企業者（法人・個人事業主）

中小企業者（法人）代表者など

都道府県の窓口

【中小企業信用保険法の特例の場合】
民間金融機関＋信用保証協会

【株式会社日本政策金融公庫法の特例の場合】
株式会社日本政策金融公庫

（参考）金融支援の申請方法

○認定を受けた法人の代表者など後継者個

　人に対する融資を実施

・株式、事業用資産等の買取り資金

○後継者不在等により事業継続が困難な企

　業を買収する個人に融資を実施

・株式、事業用資産等の買取り資金

中小企業信用保険法の特例 株式会社日本政策金融公庫法及び
沖縄振興開発金融公庫法の特例

経営の承継における課題

詳細な説明は「事業承継における融資・
保証制度」（中小企業庁）をご参照下さい。

QRコード

○認定を受けた中小企業者又は個人の方が、

金融機関から資金を借り入れる場合に

は、原則として信用保証協会の通常の保

証枠とは別枠を用意。

通常枠 別枠
  普通保険【2億円】

  無担保保険【8,000万円】

（特別小口保険【2,000万円】）

＋2億円

＋8,000万円

（＋2,000万円）
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日本政策金融公庫では、法人・個人事業主、親族内・親族外承継を問わず、
事業承継に関する資金ニーズにお応えしております。

0120-154-505
行 こ う よ！ 公   庫

Ⓡ

事業資金相談ダイヤル

事業資金に関するお問い合わせ先

日本公庫ホームページ https://www.jfc.go.jp/日本公庫 検索

【受付時間】平日 9：00～17：00（中小企業事業）
　　　　　  平日 9：00～19：00（国民生活事業）
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

【参考】事業承継に関する制度融資

＜日本政策金融公庫の事業承継・集約・活性化支援資金＞

ご利用

いただける方

１�．中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者（候補者を含みま

す。）と共に事業承継計画を策定している方（注）

２�．安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方

３�．経営承継円滑化法に基づき認定を受けた中小企業者の代表者、認

定を受けた個人である中小企業者または認定を受けた事業を営んで

いない個人の方

４�．事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し

入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難になってい

る方であって、日本公庫が融資に際して経営者個人保証を免除する

方

５�．事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業（経営多角化・事業転

換）または新たな取組みを図る方（第二創業後または新たな取組み後、

おおむね 5 年以内の方を含む）

資金の

お使いみち

「ご利用いただける方」に該当する方が事業の承継・集約に必要な設

備資金および運転資金

融資限度額
【中小企業事業の場合】直接貸付 7 億 2,000 万円

【国民生活事業の場合】別枠 7,200 万円（うち運転資金 4,800 万円）

ご返済期間

設備資金：20 年以内（うち据置期間２年以内）

運転資金： 7 年以内。ただし、既往の公庫融資の借換を含む場合、8

　　　　　年以内（うち据置期間２年以内）

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。また、お使いみちには一
定の要件がございます。

（注）�ご融資後おおむね 7 年以内に事業承継を実施することが見込まれる方をいいます。

（令和 4 年 4 月時点）
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日本政策金融公庫では、法人・個人事業主、親族内・親族外承継を問わず、
事業承継に関する資金ニーズにお応えしております。

0120-154-505
行 こ う よ！ 公   庫

Ⓡ

事業資金相談ダイヤル

事業資金に関するお問い合わせ先

日本公庫ホームページ https://www.jfc.go.jp/日本公庫 検索

【受付時間】平日 9：00～17：00（中小企業事業）
　　　　　  平日 9：00～19：00（国民生活事業）
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

【参考】事業承継に関する制度融資

▼ご利用いただける方の例
～親族の企業を事業承継～

株式会社Ａ（運送業）の代表者Ｂは、自己都合により代
表から退くこととなった。次の代表には、Ｂの甥で現在
同業種を株式会社Ｄで経営しているＣに決まった。
Ｃは、自分の法人Ｄで、現在Ｂの名義となっている事業
用資産を取得することとした。

▼ご利用いただける方の例
～親族内後継者不在企業からの事業承継～

個人で書店を経営している経営者Ａは、親族内の後継
者が不在であったため、永年勤めてきた従業員Ｂに店
舗及び在庫等を譲ることとした。公庫は、従業員Ｂから、
事業承継に必要となる店舗等の取得資金にかかる融資
相談を受けた。

▼ご利用いただける方の例
～自己株式の取得～

株式会社Ａの代表者がＢで、株式は100％Ｂの父であ
るＣが所有している。今回代表者変更はないが、Ｃは高
齢のため、将来的な事業承継に向けてＢと法人Ａが50
％ずつ株式を所有することに決まり、Ａ所有分を公庫資
金で調達しようと考えた。

▼ご利用いただける方の例
～事業用資産の取得～

会社Ａ（自動車整備業）の代表者Ｂは、高齢となったため、
長男Ｃへ代表権を譲り、引退することとした。当該事業
は、現代表者Ｂが個人で創業したものであり、工場は現
代表者Ｂの名義となっている。現代表者Ｂには、当該事
業の経営にタッチしていない長女Ｄがおり、相続時にお
ける事業継続のリスクを伴う状況にある。そのため、今
般の代表者変更に伴い、会社Ａが現代表者Ｂから工場
を取得することとした。公庫は、会社Ａから事業承継に
必要となる工場取得資金にかかる融資相談を受けた。

身近な相談事例

事業の譲渡による
事業資産の取得、
株式の譲渡等

事業の譲渡による
事業資産の取得、
株式の譲渡等

（旧代）の株式
や事業用資産の
相続等が発生

自
己
株
式
の
取
得
、

事
業
用
資
産
の
買
取

対
価
の
支
払
い

対価の
支払い

対価の
支払い

対価の
支払い

株式の取得(50%)
※残り50％は代表者
　個人で取得

借入申込人（既存事業者）

代表者が引退する既存企業

借入申込人（新設事業者・既存事業者）

親族内後継者不在の企業

借入申込人（既存事業者の法人）

借入申込人（会社）

現在の株主

（旧代）の相続人等

（旧代）の死亡または退任等
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　一般的に、株主名簿に記載はあるものの会社が連絡が取れなくなり、所在が不明になって
しまっている株主を「所在不明株主」といいます。
　会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当
該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又
は売却(自社による買取りを含みます。)の手続が可能です。一方で、「5年」という期間の長さ
が、事業承継の際の手続利用のハードルになっているという面もありました。
　そこで、この点を踏まえ、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限
り、都道府県知事の認定を受けることと一定の手続保障 ※1を前提に、この「5年」を「1年」に
短縮する特例(会社法特例) を創設することとなりました。

経営承継円滑化法 に基づく認定を受けることで、所在不明株主の 
株式の取得に要する手続の時間を短縮 することが可能です！

所在不明株主に関する会社法の特例5

01 02 03 04 05

0504030201 06

現行制度（会社法）

特例（認定を受けた場合）

異議申述手続※1

※1

※1 ※1

5年以上の
通知不到達・
配当不受領

公告・
個別催告

裁判所の
売却許可

株式
買取り

取締役会決議
（取締役会設置
  会社の場合）

1年以上の
通知不到達・
配当不受領

公告・
個別催告
［特例］

公告・
個別催告
［会社法］

裁判所の
売却許可

株式
買取り

取締役会決議
（取締役会設置
  会社の場合）

手続の例：株式会社が所在不明株主から非上場株式を買い取る場合

会社法上、株式会社が、利害関係人が一定期間(3か月以上)内に異議を述べることができる旨等を官報等により公告
し、所在不明株主等に個別催告する必要があります。会社法特例を活用する場合には、これに先行して、特例措置に
よることを明示した異議申述手続を行う必要があります(二重の手続保障)。

検 索

最新情報については中小企業庁HPをご確認ください

中小企業庁 経営承継円滑化法による支援　所在不明株主に関する会社法の特例
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　一般的に、株主名簿に記載はあるものの会社が連絡が取れなくなり、所在が不明になって
しまっている株主を「所在不明株主」といいます。
　会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当
該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又
は売却(自社による買取りを含みます。)の手続が可能です。一方で、「5年」という期間の長さ
が、事業承継の際の手続利用のハードルになっているという面もありました。
そこで、この点を踏まえ、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限

り、都道府県知事の認定を受けることと一定の手続保障 ※1を前提に、この「5年」を「1年」に
短縮する特例(会社法特例) を創設することとなりました。

経営承継円滑化法 に基づく認定を受けることで、所在不明株主の
株式の取得に要する手続の時間を短縮 することが可能です！

所在不明株主に関する会社法の特例5

01 02 03 04 05

0504030201 06

現行制度（会社法）

特例（認定を受けた場合）

異議申述手続※1

※1

※1 ※1

5年以上の
通知不到達・
配当不受領

公告・
個別催告

裁判所の
売却許可

株式
買取り

取締役会決議
（取締役会設置
  会社の場合）

1年以上の
通知不到達・
配当不受領

公告・
個別催告
［特例］

公告・
個別催告
［会社法］

裁判所の
売却許可

株式
買取り

取締役会決議
（取締役会設置
  会社の場合）

手続の例：株式会社が所在不明株主から非上場株式を買い取る場合

会社法上、株式会社が、利害関係人が一定期間(3か月以上)内に異議を述べることができる旨等を官報等により公告
し、所在不明株主等に個別催告する必要があります。会社法特例を活用する場合には、これに先行して、特例措置に
よることを明示した異議申述手続を行う必要があります(二重の手続保障)。

検 索

最新情報については中小企業庁HPをご確認ください

中小企業庁 経営承継円滑化法による支援　所在不明株主に関する会社法の特例

【令和２年４月から開始】
経営者保証の解除を目指す中小企業に対して、専門家が３段階の支援を実施。

「事業承継時の経営者保証解除に向けた専門家による支援事業」の流れ

経営者保証がネックで事業承継に課題を抱える事業者様

金融機関の審査金融機関の審査

（希望する場合には）既存の
支援制度等を活用し

チェックシート充足に向けた
経営改善の支援

（希望する場合には）派遣専門家が、
事業者様と金融機関との

経営者保証解除に向けた面談
（目線合わせ）に同席して支援

「事業承継時の経営者保証解除に向けた専門家による支援事業」

相談申込相談申込

改善に取り組み、再度事業申し込みも可能！

保証解除 保証解除不可「事業承継特別保証制度」
などの利用

事業の状態が「経営者保証ガイドライン」による3要件※を充足するかどうかを
経営者保証コーディネーターが「事業承継時判断材料チェックシート」により判断し、アドバイス

チェックシートを充足できない場合 チェックシートを充足した場合

改善に取り組み、再度事業申し込みも可能！

各都道府県 事業承継・引継ぎ支援センター

経営者保証コーディネーターによる「経営者保証ガイドライン」充足
状況等の確認（＝見える化）
→　充足しているとの確認を受けた企業は、新たな信用保証制度の保証料を大幅軽減

既存の公的支援施策を活用した「経理の透明性」「財務内容の強化」
の支援（＝磨き上げ）
→　ガイドラインを充足していない企業に対する専門家による支援（希望が有れば）

経営者保証解除に向け専門家が金融機関との面談に同席（派遣専門家）
→　金融機関との面談に同席し、経営者に専門的アドバイスなどを実施。但し、解除の可否を最終判断するのは金融機関。

ステップ１

ステップ2

ステップ3

（ステップ2）磨き上げ （ステップ3）派遣専門家

（ステップ１）見える化

※3要件とは
1. 法人と経営者との関係の明確な区分、分離
2. 財務基盤の強化
3. 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保

経営者保証についての支援制度6
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◆「事業承継特別保証制度」・「経営承継借換関連保証」

※1：令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、承継日から3年を経過していないもの。
　　事業承継時に財務要件を充足していなくとも、承継後3年以内に充足すれば当該制度を一部利用可とする利便性向上措置。経営承継借換関連保証は、要件の充足の認定により別枠を付与す
　　るものであるため、同措置は適用不可。

※2：新型コロナウイルス感染症の影響により条件変更を行った事業者に限り、「返済緩和中であること」の要件を特別に除外。
※3：「保険料率の軽減」及び「損失補償の対象」により実現。予算事業の継続期間に紐付く時限措置。

事業承継特別保証
開始時期
根拠法

プロパー融資の借換
保証限度額
保証人
保証期間
責任共有

保証料率

認定要否

対象者

資格要件

対象資金

令和2年4月1日
中小企業信用保険法（法改正なし、運用によるもの）

可（既に無保証人の融資は除く）

徴求しない

対象（8割保証）
0.45％～1.90％（リスク区分に応じた弾力化料率）

⇒経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合、0.20％～1.15％に大幅軽減（※3）

10年以内

【一般枠】2億8千万円（うち無担保8千万円） 【特別枠】2億8千万円（うち無担保8千万円）

（ⅰ）3年以内に事業承継を予定する法人
（ⅱ）事業承継日から3年を経過していない法人（※1）
次の①から④の全ての要件を満たすこと
①資産超過であること
②返済緩和中ではないこと（※2）
③EBITDA有利子負債倍率15倍以内
④法人と経営者の分離がなされていること
①～④：信用保証協会の審査時に確認

次の①から④の全ての要件を満たすこと
①資産超過であること
②返済緩和中ではないこと（※2）
③EBITDA有利子負債倍率15倍以内
④法人と経営者の分離がなされていること
①③：大臣認定時に確認（省令で規定）、①～④：信用保証協会の審査時に確認

3年以内に事業承継を予定する法人

不要 必要
（経営承継円滑化法第12条で規定する経済産業大臣の認定）

経営承継円滑化法（法改正後）
令和2年10月1日

経営承継借換関連保証

（対象者（ⅰ）の場合）事業承継時までに必要な事業資金
  ・事業承継前の真水資金
  ・事業承継前の経営者保証付き融資の借換資金
（対象者（ⅱ）の場合）
  ・事業承継前の経営者保証付き融資の借換資金

事業承継時までに必要な事業資金
  ・事業承継前の経営者保証付き融資の借換資金

参　考：47ページ図、東京都事業承継ネットワーク事務局（受託運営：一般財団法人 東京都中小企業診断士協会）の資料より（「事業承継時
　　　  に経営者保証を外すには？～専門家による支援事業ご利用のススメ～」オンライン説明会2020年12月3日）、一部編集
出典元：47・48ページ図、経済産業省及び中小企業庁の資料

経済産業省　中小企業成長促進法 検 索
QRコード

中小企業庁　経営者保証 検 索
QRコード

中小機構　事業承継・引継ぎポータルサイト 検 索
QRコード
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※1　「親族内承継」、「M&A」、「創業」の類型が存在
※2　生産性向上に関する要件を満たした場合に補助上限が上乗せ

※3　M&Aが未成約の場合は補助上限額が半減
※4　経営革新または専門家活用と併用可

事業引継ぎ時に係る費用を補助

令和3年度補正予算

事業承継・引継ぎ補助金 検 索
QRコード

最新情報については補助金事務局HPをご確認ください

事業承継に係るその他の施策7
事業承継・引継ぎ補助金

先代経営者 後継者

●事業承継・引継ぎ（M&A）後の設備投資や販路開拓等を支援するとともに、事業
　引継ぎ時の専門家活用費用等を支援します。

専門家活用

廃業・再チャレンジ 廃業・再チャレンジ

経営革新

〈対象経費の例〉
・M&A仲介業者やFAへの手数料※

  ※M&A支援機関登録制度に登録されたFA・M&A仲介業者が提   
　　供するものが補助対象
・デューデリジェンス費用
・表明保証保険料

廃業・再チャレンジに係る費用を補助
〈対象経費の例〉
・廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費

承継・引継ぎ後の取組に係る費用を補助
〈対象経費の例〉
・（事業に従事する従業員の）人件費
・新築・改築工事費用
・機械装置の調達費用

支援の枠組み

2/3以内

2/3以内

400万円以内

600万円以内※3

2/3以内 150万円以内

1/2以内 400万円～600万円以内※2

補助率 補助額
①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組に係る費用の補助

②経営資源引継ぎ時の士業専門家等の活用に係る費用の補助

③事業引継ぎ時や事業承継・引継ぎ後の新たな取組に伴う廃業費用等の補助

令和4年度当初予算

支援の枠組み

1/2

1/2

300万円以内

400万円以内※3

経営革新※1

専門家活用

廃業・再チャレンジ※4

経営革新※1

専門家活用

廃業・再チャレンジ※4 1/2 150万円以内

1/2 300万円～500万円以内※2

補助率 補助額
①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組に係る費用の補助

②経営資源引継ぎ時の士業専門家等の活用に係る費用の補助

③事業引継ぎ時や事業承継・引継ぎ後の新たな取組に伴う廃業費用等の補助
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M&A支援機関登録制度 検 索
QRコード

最新情報についてはM&A支援機関登録事務局HPをご確認ください

・事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用型）において、M&A支援機関の活用に係る費用（仲介手数料やフィナンシャルアドバ
イザー費用等に限る。）については、登録M&A支援機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とします。
・登録M&A支援機関からの支援を希望される方は、以下ホームページの「登録機関データベース」からご希望のM&A支援機
関へ直接ご相談ください。

　https://ma-shienkikan.go.jp/search

・また、情報提供受付窓口では、登録M&A支援機関の支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付け
ます。

M&A支援機関登録制度
●中小M&Aにおける支援機関の行動指針である「中小M&Aガイドライン」の遵守等
を宣言した支援機関を登録する制度です。
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中小PMIガイドライン 検 索
QRコード

中小M&Aハンドブック 検 索
QRコード

中小M&Aガイドライン 検 索
QRコード

事業承継ガイドライン 検 索
QRコード

事業承継ガイドライン
●中小企業経営者や支援機関に対して、早期・計画的な取組を促すため事業承継診断
や、円滑な事業承継の実現のため必要な5つのステップ等を示しています。

中小M&Aガイドライン
●M&Aの基本的な事項や手数料の目安を示すとともに、支援機関に対して適切な
M&Aのための行動指針を示しています。

中小M&Aハンドブック
●中小企業経営者に対して、中小企業を対象とするM&Aについてイラストを用いて
ポイントを解説しています。

中小PMI ガイドライン
●M&A実施後の経営統合（PMI：Post Merger Integration）について、譲受側が
取り組むべきと考えられる取組等を示しています。

49～51ページの出典：中小企業庁「事業承継に関する主な支援策（一覧）」※内容一部加工
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③

②

・PMIとは、POST MERGER INTEGRATIONの略語であり、主にM&A成立後に行われる統合作業
・M&Aの目的を実現させ、統合の効果を最大化するために必要なプロセス
・本ガイドラインでは、幅広いM&Aの形態に対応し、例えば株式譲渡によるM&A後の譲受側・譲渡側が一体となって成長し
ていくために行う一定のすり合わせも、本ガイドラインでいう「統合」の対象としている

PMIの概要

●M&Aの「成功」は、その成立でなく、M&Aの目的として当初に期待された効
果を実現できるかどうかによります。比較的実績が蓄積されている大企業の
M&Aでは、PMIの取組が重要視されています。

PMIとは？PMIとは？

なぜPMIが必要となるのか？なぜPMIが必要となるのか？

M&A
会社や事業の譲受け

中小M&Aにおける
心配・重視事項
とは？

PMI
譲り受けた会社や事業の統合

M&Aの成立 M&Aの成功
・ M＆Aの目的の実現
・ 統合効果の最大化

32.4%

30.8%

13.8%

8.4%

6.3%

相手先従業員等の理解が得られるか

期待する効果が得られるか

M&Aを進める社内体制の構築が困難

自社役員等の理解が得られるか

適切な相談相手がいない

44.7%

36.8%

28.9%

22.8%

7.9%

相乗効果が出なかった

相手先の経営組織体制が脆弱だった

相手先の従業員に不満があった

企業文化風土の融合が難しかった

経営・事業戦略の統合が難しかった

中小M&Aの満足度
と期待を下回った
理由は？

いつからPMIの検討
を始めるべきか？

100.0%

17%83.0%

31%69.0%

67%33.0%

期待を上回る

ほぼ期待どおり

期待を下回る

かなり期待を下回る

①

出典：中小企業白書（2021年）（株）東京商工リサーチ「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）「成長に向けた企業間連携等に関する調査」（2017年11月）

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「M&Aの実態調査」（2020年9月）を元に再編加工

■M&Aプロセス中に検討開始　■クロージング完了後に検討開始、または検討しなかった

（複数回答）

（複数回答）

中小PMI支援メニュー 検 索
QRコード

●PMIは、譲受側・譲渡側を適切に統合するため、M&Aプロセスから検討を開
始し、M&A成立後概ね1年の集中実施期間を経て、それ以降も継続的に実施さ
れる取組です。

主な取組 重要ポイント

52～53ページの出典：中小企業庁「中小PMIガイドライン（概要）」※内容一部加工

M
&
A
プ
ロ
セ
ス

P
M
I
プ
ロ
セ
ス

M&A
初期検討

1

“プレ”PMI
（M&A成立前の取組）

2

PMI
（集中実施期間）

3

“ポスト”PMI
（それ以降）

4

●「M&Aで何を目指すのか、
どのような姿になっていた
いのか」、「何が実現できれ
ば、M&Aが成功したと言え
るのか」を定義する

①M＆Aの目的を明確化し、
　成功を定義する

●PMIにおける取組を意識し、
必要な情報を取得する
●PMI（集中実施期間）での
取組を計画する

②PMIを意識した事前準備
　をする

●役割を整理し、適切な人材
に役割分担する
●現状把握、取組方針の検討、
実行と効果検証を行う
●優先順位を付けて集中的に
取り組む

③PMIの推進体制を構築
　する
④PMIの取組を実行する

●PMI取組方針の見直しを行
い、継続的にPDCAを実行
する
●必要に応じてグループ組織
体制の見直しを行う

⑤“ポスト”PMIにおける
　方針を検討・実行する

※特に、PMI推進体制の確立、関係者との信頼関係の構築、M&A成立後の現状把握等は、100日までを目処に集中的に実施。

M&A
成立

概
ね
1
年
（※

）
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③

②

・PMIとは、POST MERGER INTEGRATIONの略語であり、主にM&A成立後に行われる統合作業
・M&Aの目的を実現させ、統合の効果を最大化するために必要なプロセス
・本ガイドラインでは、幅広いM&Aの形態に対応し、例えば株式譲渡によるM&A後の譲受側・譲渡側が一体となって成長し
ていくために行う一定のすり合わせも、本ガイドラインでいう「統合」の対象としている

PMIの概要

●M&Aの「成功」は、その成立でなく、M&Aの目的として当初に期待された効
果を実現できるかどうかによります。比較的実績が蓄積されている大企業の
M&Aでは、PMIの取組が重要視されています。

PMIとは？PMIとは？

なぜPMIが必要となるのか？なぜPMIが必要となるのか？

M&A
会社や事業の譲受け

中小M&Aにおける
心配・重視事項
とは？

PMI
譲り受けた会社や事業の統合

M&Aの成立 M&Aの成功
・ M＆Aの目的の実現
・ 統合効果の最大化

32.4%

30.8%

13.8%

8.4%

6.3%

相手先従業員等の理解が得られるか

期待する効果が得られるか

M&Aを進める社内体制の構築が困難

自社役員等の理解が得られるか

適切な相談相手がいない

44.7%

36.8%

28.9%

22.8%

7.9%

相乗効果が出なかった

相手先の経営組織体制が脆弱だった

相手先の従業員に不満があった

企業文化風土の融合が難しかった

経営・事業戦略の統合が難しかった

中小M&Aの満足度
と期待を下回った
理由は？

いつからPMIの検討
を始めるべきか？

100.0%

17%83.0%

31%69.0%

67%33.0%

期待を上回る

ほぼ期待どおり

期待を下回る

かなり期待を下回る

①

出典：中小企業白書（2021年）（株）東京商工リサーチ「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）「成長に向けた企業間連携等に関する調査」（2017年11月）

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「M&Aの実態調査」（2020年9月）を元に再編加工

■M&Aプロセス中に検討開始　■クロージング完了後に検討開始、または検討しなかった

（複数回答）

（複数回答）

中小PMI支援メニュー 検 索
QRコード

●PMIは、譲受側・譲渡側を適切に統合するため、M&Aプロセスから検討を開
始し、M&A成立後概ね1年の集中実施期間を経て、それ以降も継続的に実施さ
れる取組です。

主な取組 重要ポイント

52～53ページの出典：中小企業庁「中小PMIガイドライン（概要）」※内容一部加工

M
&
A
プ
ロ
セ
ス

P
M
I
プ
ロ
セ
ス

M&A
初期検討

1

“プレ”PMI
（M&A成立前の取組）

2

PMI
（集中実施期間）

3

“ポスト”PMI
（それ以降）

4

●「M&Aで何を目指すのか、
どのような姿になっていた
いのか」、「何が実現できれ
ば、M&Aが成功したと言え
るのか」を定義する

①M＆Aの目的を明確化し、
　成功を定義する

●PMIにおける取組を意識し、
必要な情報を取得する
●PMI（集中実施期間）での
取組を計画する

②PMIを意識した事前準備
　をする

●役割を整理し、適切な人材
に役割分担する
●現状把握、取組方針の検討、
実行と効果検証を行う
●優先順位を付けて集中的に
取り組む

③PMIの推進体制を構築
　する
④PMIの取組を実行する

●PMI取組方針の見直しを行
い、継続的にPDCAを実行
する
●必要に応じてグループ組織
体制の見直しを行う

⑤“ポスト”PMIにおける
　方針を検討・実行する

※特に、PMI推進体制の確立、関係者との信頼関係の構築、M&A成立後の現状把握等は、100日までを目処に集中的に実施。

M&A
成立

概
ね
1
年
（※
）
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　｢事業承継･引継ぎ支援センター｣ は、国が設置する公的相談窓口です。「事業承継といって
も何から始めたらいいか分からない」、「事業を引継ぐ時の手続きがわからない」、「会社の引継
ぎ先を探したい」など、事業承継に関する様々なお悩みについてご相談いただけます。

  事業承継支援をワンストップで行う
「事業承継・引継ぎ支援センター」が全国の都道府県に設置されています。

（１） 親族内承継支援
　　　親族等に円滑に承継できるよう、事業承継計画策定等を支援します。

（２） 第三者承継支援
　　　後継者が不在の場合など、相談から、譲受企業の紹介、成約に至るま
　　　で、第三者への事業引継ぎを支援します。

（３） 経営者保証に関する支援
　　　事業承継の障害となる経営者保証解除に向けて支援します。

事業承継に関するお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

事業承継・引継ぎ支援センターの支援体制

中小企業者

事業承継NW：構成機関

事業承継・引継ぎ支援センター

株主移転・代表
権変更

経営者保証解除
支援マッチング

課題整理・
方針決定

相 談

第三者承継

役員・従業員承継 M&A
（後継者不在）

親族内承継 経営者保証解除

事業承継
診断

気付き
の提供

事業承継計画
策定

【
主
な
支
援
内
容
】

事業承継支援に関する相談先8

中小機構　事業承継・引継ぎポータルサイト 検 索
QRコード
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センター名 郵便番号 住所 電話番号
北海道 060-0001 札幌市中央区北１条西２丁目　北海道経済センター５階 011-222-3111
青森県 030-0801 青森市新町 2-4-1　青森県共同ビル７階 017-723-1040
岩手県 020-0875 盛岡市清水町 14-17　中圭ビル 019-601-5079
宮城県 980-0802 仙台市青葉区二日町 12-30　日本生命勾当台西ビル８階 022-722-3884
秋田県 010-0951 秋田市山王 2-1-40　田口ビル５階 018-883-3551
山形県 990-8580 山形市城南町 1-1-1　霞城セントラル 13 階 023-647-0663
福島県 963-8005 郡山市清水台 1-3-8　郡山商工会議所会館 403 号 024-954-4163
茨城県 310-0801 水戸市桜川 1-1-25 大同生命水戸ビル 9F 903 029-284-1601
栃木県 320-0806 宇都宮市中央 3-1-4　栃木県産業会館７階 028-612-4338
群馬県 379-2147 前橋市亀里町 884-1　群馬産業技術センター内 027-265-5040
埼玉県 330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-17-15 さいたま商工会議所会館４階 048-711-6326
千葉県 260-0013 千葉市中央区中央 2-5-1 千葉中央ツインビル 2 号館 12 階 043-305-5272
東京都 100-0005 千代田区丸の内 3-2-2　丸の内二重橋ビル６階 03-3283-7555
東京都多摩 190-0012 立川市曙町 2-38-5 立川ビジネスセンタービル 12 階 立川商工会議所会館内 042-595-9510
神奈川県 231-0015 横浜市中区尾上町 5-80　神奈川中小企業センタービル 12 階 045-633-5061
新潟県 950-0078 新潟市中央区万代島 5-1　万代島ビル 19 階 025-246-0080
長野県 380-0928 長野市若里 1-18-1　長野県工業技術総合センター３階 026-219-3825
山梨県 400-0055 甲府市大津町 2192-8　アイメッセ山梨 3F 055-243-1830
静岡県 420-0852 静岡市葵区紺屋町 11-4　太陽生命静岡ビル７F 054-275-1881
愛知県 460-0008 名古屋市中区栄 2-10-19　名古屋商工会議所ビル６Ｆ 052-228-7117
岐阜県 500-8727 岐阜市神田町 2-2　岐阜商工会議所 3 階 058-214-2940
三重県 514-0004 津市栄町 1-891　三重県合同ビル 5 階 059-253-3154
富山県 930-0866 富山市高田 527　情報ビル 2 階 076-444-5625
石川県 920-8203 金沢市鞍月 2-20　石川県地場産業振興センター新館 2 階 076-256-1031
福井県 918-8580 福井市西木田 2-8-1 　福井商工会議所ビル２階 0776-33-8279
滋賀県 520-0806 大津市打出浜 2-1　コラボしが 21　9F 077-511-1505
京都府 600-8565 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 京都経済センター７階 075-353-7120
奈良県 630-8031 奈良市柏木町 129-1　奈良県産業振興総合センター 3 階 0742-93-8815
大阪府 540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8 06-6944-6257
兵庫県 650-0046 神戸市中央区港島中町 6-1　神戸商工会議所会館 8 階 078-303-2299
和歌山県 640-8227 和歌山市西汀丁 36　和歌山商工会議所 5 階 073-499-5221
鳥取県 680-0031 鳥取市本町１丁目 101　 0857-20-0072
島根県 690-0886 松江市母衣町 55-4　松江商工会議所ビル 6 階 0852-33-7501
岡山県 701-1221 岡山市北区芳賀 5301　テクノサポート岡山 086-286-9708
広島県 730-8510 広島市中区基町 5-44　広島商工会議所ビル 7 階 082-555-9993
山口県 754-0041 山口市小郡令和 1-1-1　山口市産業交流拠点施設 4F 083-902-6977
徳島県 770-8530 徳島市南末広町 5-8-8　経済産業会館（KIZUNA プラザ）1 階 088-679-1400
香川県 760-8515 高松市番町 2-2-2　高松商工会議所会館 1 階 087-802-3033
愛媛県 791-1101 松山市久米窪田町 487-2（テクノプラザ愛媛別館 1 階） 089-948-8511
高知県 780-0870 高知市本町 4-1-32　こうち勤労センター 4F 088-802-6002
福岡県 812-8505 福岡市博多区博多駅前 2-9-28　福岡商工会議所ビル 8 階 092-441-6922
佐賀県 840-0826 佐賀市白山 2-1-12　佐賀商工ビル 4 階 ･6 階 0952-27-7071
長崎県 850-0031 長崎市桜町 4-1　長崎商工会館 1F 095-895-7080
熊本県 860-0022 熊本市中央区横紺屋町 10　熊本商工会議所 5 階 096-311-5030
大分県 870-0026 大分市金池町 3-1-64 　大分県中小企業会館 5F 097-585-5010
宮崎県 880-0811 宮崎市錦町 1-10 KITEN ビル 7 階 0985-72-5151
鹿児島県 892-8588 鹿児島市東千石町 1-38　鹿児島商工会議所ビル 13 Ｆ 099-225-9550
沖縄県 900-0015 那覇市久茂地 1-7-1　琉球リース総合ビル５階 098-941-1690
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事業承継支援に関する様々な相談先があります。専門知識が必要となること
も多いため、課題に応じて専門家・支援機関を活用することを検討しましょう。

②よろず支援拠点
・売上拡大、経営改善など、経営上のあらゆる

　相談への助言等

③弁護士
・後継者に経営権を集中しつつ、他の相続人の

　遺留分にも配慮した事業承継対策

・生前贈与や遺言、任意後見制度を活用した相

　続紛争防止

・議決権制限株式や相続人に対する売渡請求

　など、会社法の各種制度の利用等

・Ｍ&Ａにおける法的アドバイス、株式譲渡

　書の作成、実行支援

④税理士
・現時点で相続が発生した場合の相続税額の

　試算

・納税資金を確保するための自己株式の取得

　（金庫株）

・暦年課税制度や相続時精算課税制度を利用

　した計画的な生前贈与等

⑤公認会計士
・Ｍ＆Ａにおける財務デューデリジェンス
・既存株主からの株式買取り価格の算定

⑥中小企業診断士
・「会社の魅力」の磨き上げのための助言等

・後継者教育に関する助言、経営計画の策定

　支援等

①商工会議所・商工会
・事業承継全般に関する助言、専門家の紹介、

　情報の提供

・経営者、後継者育成等に関するセミナーの

　実施等

⑦司法書士

⑧行政書士

・役員変更、種類株式、組織再編等の会社法

に関する手続、定款・株主名簿の整備、及

びそれらに関連する会社登記

・事業承継に伴う生前贈与、遺言、信託、相

続手続、及びそれらに関連する不動産登記

・経営者の判断能力の低下に備えた成年後見

制度の提案、戸籍等による相続人調査

・許認可の承継など、事業承継に必要な行政

手続支援等

⑨金融機関等
・株式買取りや納税資金調達のための融資

・Ｍ＆ＡやＭＢＯ、ファンドの活用、遺言信

託に関する助言等

⑩中小企業基盤整備機構
・事業承継・引継ぎ支援センターの全国本部

としてワンストップ化された事業承継支援

を展開

・事業承継支援に取り組む支援機関の支援の

仕組み構築のアドバイス

・事業承継フォーラム開催や事例集活用等に

よる制度普及、啓発

・中小企業大学校における後継者教育等の各

種研修プログラムの実施

・中小企業成長支援ファンドを活用した事業

承継支援



目次
第1章： 中小企業を取り巻く事業承継の現状と
　　　　 計画的な事業承継の取り組みの必要性
　　　　　1  事業承継の現状は？
　　　　　2  事業承継は早めの取り組みが重要
　　　　　3  計画的に事業承継に取り組まないと…
　　　　　　【コラム】後継者不在で廃業？

第 2章： 事業承継の取り組み
　　　　　1  事業承継とは？
　　　　　2  事業承継は文字通り「事業」の「承継」
　　　　　　受け継ぐべきは「目に見えにくい資産」（知的資産）
　　　　　　【コラム】老舗の強み、生き残りのポイント
　　　　　　【コラム】現経営者と後継者の事業についての対話
　　　　　3  事業承継の進め方
　　　　　4  各承継方法のメリット・デメリット
　　　　　　　親族内承継　
　　　　　　　親族外承継（従業員等）　
　　　　　　　親族外承継（第三者）　
　　　　　5  事業承継計画の策定
　　　　　　❶事業承継計画の策定にあたって
　　　　　　❷事業承継計画の策定（T社の事例）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 4
・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 8

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 10

・・・・・・・・・P 11
・・・・・・・・・・・・・・・・P 12

・・・・・・・・・・・・P 13
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 14

・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 15
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 16

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 20
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 22

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 24
・・・・・・・・・・・・・・・・・P 26

・・・・・・・・・P 32
・・・・・・・・・・・・・・P 33

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 34

・・・・・・・・・・・・・P 35
・・・・・・・・・・・・・P 36
・・・・・・・・・・・・・P 37
・・・・・・・・・・・・・P 38

・・・・・・・・・・・・・・・P 40
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 41

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 42
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 43

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 44
・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 46

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 47
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 49
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 54

第 3章： 事業承継に関する支援施策の紹介
　　　　　1  中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
　　　　　　 経営承継円滑化法の対象となる事業者は？
　　　　　2  事業承継税制
　　　　　　【コラム】経営承継円滑化法の活用が、計画的な
　　　　　　　　　　 事業承継に係る取組みに繋がった事例
　　　　　　❶ 贈与税の納税猶予・免除制度（一般措置）
　　　　　　❷ 相続税の納税猶予・免除制度（一般措置）
　　　　　　❸ 法人版事業承継税制（特例措置）の概要
　　　　　　【参考 1】経営資源集約化税制
　　　　　　【参考 2】登録免許税・不動産取得税の特例
　　　　　　❹ 個人版事業承継税制の概要
　　　　　3  民法の特例
　　　　　4  金融支援
　　　　　　【参考】事業承継に関する制度融資
　　　　　5  所在不明株主に関する会社法の特例
　　　　　6  経営者保証についての支援制度
　　　　　7  事業承継に係るその他の施策
　　　　　8  事業承継支援に関する相談先

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

北海道本部

東北本部

関東本部

中部本部

北陸本部

近畿本部

中国本部

四国本部

九州本部

　　　　　　沖縄事務所

地域・連携支援課

地域・連携支援課

地域・連携推進課

地域・連携支援課

地域・連携支援課

地域・連携推進課

地域・連携支援課

地域・連携支援課

地域・連携推進課

〒060-0002 札幌市中央区北 2条西 1丁目 1-7 ORE 札幌ビル 6階
電話：011-210-7473

〒980-0811 仙台市青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル 6階
電話：022-399-9058

〒460-0003 名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4階
電話：052-201-3009

〒920-0031 金沢市広岡 3-1-1 金沢パークビル 10階
電話：076-223-6100

〒541-0052 大阪市中央区安土町 2丁目 3-13 大阪国際ビルディング 27階
電話：06-6264-8621

〒730-0013 広島市中区八丁堀 5-7 広島 KSビル 3階
電話：082-502-6688

〒760-0019 高松市サンポート 2-1 高松シンボルタワータワー棟 7階
電話：087-811-3321

〒812-0038 福岡市博多区祗園町 4-2 サムティ博多祇園BLDG.
電話：092-260-1355

〒901-0152 那覇市字小禄 1831-1 沖縄産業支援センター 313-1
電話：098-859-7566

〒105-8453 港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37森ビル
電話：03-6459-0074

冊子の内容に関するお問い合わせ先（中小企業基盤整備機構）

（発行）
独立行政法人　中小企業基盤整備機構
事業承継・再生支援部　事業承継支援課

〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3－5－1虎ノ門 37森ビル
電話（03）5470-1576

　当冊子については、（独）中小企業基盤整備機構が著作権を所有して
おります。当機構からの事前の承諾なしに、目的の如何を問わず、複製、
改変、配布等の一切の利用を禁止します。

令和４年 9 月発行
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